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令和３年第４回占冠村議会定例会会議録（第１号） 

令和３年９月２２日（水曜日） 

 

○議事日程 

  議長開会宣告（午前 10時） 

  ◎所管事項に関する委員会報告（議会運営委員長） 

日程第１  会議録署名議員の指名について 

日程第２  会期決定について 

  ◎諸般報告 

   議長諸般報告 

  ◎村長行政報告 

  ◎村長所信表明 

日程第３  一般質問 

日程第４ 報告第１号 令和２年度占冠村健全化判断比率の報告について 

日程第５ 報告第２号 令和２年度占冠村資金不足比率の報告について 

日程第６ 議案第１号 占冠村過疎地域持続的発展計画を策定することについて 

日程第７ 議案第２号 
占冠村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固

定資産税の免除に関する条例を制定することについて 

日程第８ 議案第３号 
職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて 

日程第９ 議案第４号 占冠村個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第 10 議案第５号 
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて 

日程第 11 議案第６号 占冠村介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第 12 議案第７号 
占冠村熊捕獲奨励に関する条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて 

日程第 13 議案第８号 占冠村公共下水道条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第 14 議案第９号 
占冠村林業労務者共済事業補助金交付条例を廃止する条例を制定するこ

とについて 

日程第 15 議案第 10 号 令和３年度占冠村一般会計補正予算（第２号） 

日程第 16 議案第 11 号 令和３年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 17 議案第 12 号 令和３年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算(第１号) 

日程第 18 議案第 13 号 令和３年度占冠村公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 19 議案第 14 号 令和３年度占冠村介護保険特別会計補正予算(第１号) 

 

○出席議員（７名） 

  議長  ８番 児 玉 眞 澄 君  副議長  １番 大 谷 元 江 君 
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      ２番 藤 岡 幸 次 君        ３番 五十嵐 正 雄 君 

      ４番 細 谷   誠 君       ５番 下 川 園 子 君 

６番 小 林   潤 君 

 

○欠席議員（０名） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 課 長 三 浦 康 幸 

企 画 商 工 課 長 平 岡   卓  農 林 課 長 小 尾 雅 彦 

林 業 振 興 室 長 根 本   治  建 設 課 長 小 林 昌 弘 

住 民 課 長 伊 藤 俊 幸  福祉子育て支援課長 木 村 恭 美 

ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦  総 務 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕 

職 員 厚 生 担 当 主 幹 坂 本 龍 哉  財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏 

税 務 担 当 主 幹 佐々木 智 猛  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 

商 工 観 光 担 当 主 幹 橘   佳 則  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 髙 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

戸 籍 担 当 主 幹 佐久間   敦  国 保 医 療 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広 

保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子  社 会 福 祉 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美  子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代 

（教育委員会）     

教 育 長 藤 本   武  教 育 次 長 多 田 淳 史 

学校教育担当兼総務担当主幹 松 永 真 里  社 会 教 育 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

（農業委員会）     

事 務 局 長 小 尾 雅 彦    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 下 川 園 子 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  事 務 補 三ツ谷 陸 翔 
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開会 午前10時00分 

○事務局長（岡崎至可） 起立、礼。村民憲章

を朗読します。 

ひとつ、健康で、幸せな家庭をつくりましょ

う。ひとつ、自然を愛し、美しい環境をつくり

ましょう。ひとつ、きまりを守り、明るいまち

をつくりましょう。ひとつ、生産を高め、活気

ある社会をつくりましょう。ひとつ、文化を育

て、豊かな郷土をつくりましょう。 

お座りください。 

 

◎開会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 皆さんおはようござい

ます。ただいまの出席議員は７名です。定足数

に達しておりますので、これから令和３年第４

回占冠村議会定例会を開会します。 

 この際、当面の日程等について、議会運営委

員会の報告を求めます。 

 議会運営委員長、小林潤君。 

○議会運営委員長（小林 潤君） おはようご

ざいます。９月15日に開催しました議会運営委

員会のご報告を申し上げます。今期定例会にお

ける会期は、本日22日から24日までの３日間と

いたします。議事日程、日割りについては、あ

らかじめお手元に配布したとおりです。以上で

報告を終わります。 

 

◎開議宣告 

○議長（児玉眞澄君） これから、本日の会議

を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、あ

らかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第

124条の規定により、議長において、６番、小林

潤君、１番、大谷元江君を指名いたします。 

 

◎日程第２ 会期決定について 

○議長（児玉眞澄君） 日程第２、会期の決定

の件を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、議会運営委員長より報告

のとおり、本日から９月24日までの３日間とし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から９月24日までの

３日間と決定しました。 

 

◎諸般報告 

○議長（児玉眞澄君） これから諸般の報告を

行います。 

事務局長。 

○事務局長（岡崎至可君） 審議資料の１ペー

ジをお願いいたします。今期定例会に付議され

た案件は報告第１号から認定第１号までの19件

です。議員提案による案件は、意見書案第７号

から審議資料２ページをお願いいたします。意

見書案第11号までの５件です。 

説明のため出席を要求したところ、通知のあ

った者の職及び氏名は村長以下記載のとおりで

す。令和３年第３回定例会以降の議員の動向は、

６月17日広報特別委員会から、記載のとおりで

す。 

審議資料の７ページから８ページは令和２年

度、令和３年５月分の例月出納検査結果です。

審議資料の９ページから10ページは令和３年度、

令和３年５月分の例月出納検査結果です。審議

資料の11ページから12ページは令和３年６月分
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の例月出納検査結果です。審議資料の13ページ

から14ページは令和３年７月分の例月出納検査

結果です。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで諸般の報告を終

わります。 

 

◎村長行政報告 

○議長（児玉眞澄君） 村長から行政報告のた

め、発言を求められておりますので、その発言

を許可します。 

 村長。 

○村長（田中正治君） 議長のお許しがありま

したので、行政報告をいたします。審議資料の

４ページになります。まず１つ、報告事項であ

りますが。本日配布の資料をご覧いただきたい

と思います。 

 行政報告１、報告事項。（１）新型コロナウイ

ルス感染症予防対策について。８月27日から北

海道に発令されている緊急事態宣言は、９月30

日まで延長され、村内においても北海道の要請

内容及び感染状況を踏まえ公共施設等の利用制

限を継続しているところです。村民の皆様には、

大変ご不便をおかけしていますが、感染の抑制

を図るため、引き続きご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 新型コロナウイルスワクチン接種につきまし

ては、12歳から59歳までの住民を対象に１回目

を７月26日から８月６日まで、２回目を８月16

日から27日まで実施し、この期間に延べ1224人

へのワクチン接種を行いました。 

 また、９月７日には、仕事等で接種できなか

った住民や新たに接種を希望された住民に対し

て接種を実施し、他市町村での接種者数を含め

ると２回目の接種を終えた住民は全体で985人、

接種率は85.5％となっております。 

 ９月28日の２回目の接種をもって希望された

住民へのワクチン接種は終了いたしますが、今

後12歳を迎える住民や未接種の転入者、新たに

予防接種を希望される住民に対して接種の機会

を提供できるよう体制を整えてまいります。 

 ワクチンを接種することで接種した人の発症

を予防する効果だけではなく、感染を予防する

効果も示唆するデータが報告されています。し

かしながらその効果は100％ではないため、引き

続きマスク着用、手指消毒、３密回避など効果

的な感染予防対策を継続していただきますよう

お願いいたします。 

 引き続き（２）根室本線対策協議会の協議状

況について。平成28年８月に連続して発生した

台風により甚大な被害を受けた根室線（富良野

～新得間）に関する協議について、ご報告申し

上げます。 

 平成28年11月、ＪＲ北海道が富良野～新得間

を単独で維持することは困難であり、他の交通

機関への転換が適しているとの判断を表明した

ことから、関係者で根室線における持続的な鉄

道網のあり方について議論が行われてきました。 

 本村においては、根室線は通過しておりませ

んが、高校生を中心に金山駅、幾寅駅、落合駅

を利用していることから、平成29年４月に根室

本線対策協議会に加入し、協議・要請活動等に

参加してまいりました。 

 この間、生活面・観光面・物流面の３つの側

面から路線のあり方の検討・協議を進めてまい

りましたが、令和２年12月に国が公表したＪＲ

北海道への支援継続方針では、輸送密度200人未

満の線区については、国からの支援の道筋は示

されませんでした。ＪＲ北海道からは、コロナ

禍の影響により経営状況は一段と厳しくなって

おり、多額の工事費の拠出や復旧後の線区運営

を単独で行える状況ではないことから、７月６

日開催の令和３年度根室本線対策協議会総会に

おいて、鉄路存続も含めた線区のあり方を協議

させていただきたい旨の申し入れがありました。 
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協議会としては①ＪＲ北海道からの協議開始

の申し入れを受ける。②総会以降の協議は、富

良野～新得間４市町村で鉄路存続と新たな交通

体系の構築の協議を行う。③協議内容は、適時

幹事会・役員会に報告することを確認し、根室

線のあるべき交通体系について協議することと

いたしました。 

 今後の協議につきましては、期限を区切るこ

となく、持続可能な地域公共交通を確立してい

く観点で進めていくこととしており、本村とし

ても現状の利便性等を損なうことのないよう協

議してまいります。 

 次に２の主な用務等でございます。６月16日、

令和３年第３回占冠村議会定例会以降の動向に

ついては、６ページまでの記載のとおりでござ

います。 

 次に３入札につきましては、記載のとおり17

点を執行しております。 

以上で行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（児玉眞澄君） これで行政報告は終わ

りました。 

 

◎村長所信表明 

〇議長（児玉眞澄） ここで村長から所信表明

のための発言を求められておりますので、その

発言を許可します。 

村長。 

○村長（田中正治君） 所信表明、Ⅰ、はじめ

に。令和３年第４回占冠村議会定例会の開催に

当たり、この度の村長再選に伴い村政執行に対

する私の所信を申し上げ、村民の皆様並びに村

議会議員の皆様のご理解とご協力を賜りたいと

存じます。 

 ６月議会定例会において、２期目の立候補の

決意を申し述べ準備を進めておりましたが、告

示１週間前に不注意からトマム支所の階段を踏

み間違え、転倒したことによる外傷性気胸で緊

急搬送となり、手術を含め３週間の入院を余儀

なくされましたが、不在の中で行われた村長選

挙にもかかわらず無投票で２回目の当選の栄を

賜りました。 

 このご期待に応えるためには、これまで以上

に占冠村の発展に努めるとともに村民の皆様が

住みよい村と感じられるよう誠心誠意尽力する

ことと改めて決意をしております。 

 本村の現状を見ますと、コロナ化で厳しい地

域運営が続いていますが、コロナ後の地域活動

や経済活動、住民生活など先を見据えた対応が

求められていますので、広く皆様のお力を拝借

し、この大変な状況を乗り切ってまいりたいと

考えております。以下、村政執行の基本姿勢と

政策について申し述べます。 

 Ⅱ、村政執行に対する基本姿勢。村政執行の

基本をこれまで同様、すべての村民が報われる

社会を目指し「生まれてよかった」「育ってよか

った」「暮らしてよかった」そして住み続けたい

と思える村づくりを進めてまいります。 

 占冠村は先人たちの強い意志と努力により、

交通の要衝として様々な分野で貴重な地位を占

める地域として今後の発展に期待が寄せられて

いると感じています。この時代のニーズをうま

く取り込み、持っている資源を活用し小規模な

がら持続可能な地域として頑張れる村であると

思っております。内在する多くの課題もあるか

と思いますが、これらを着実に解消し村政を執

行していくために次に申し上げる三つを政策の

柱としたいと考えております。 

 １、持続可能な地域づくり。地域づくりを進

めるうえで、基幹産業である農業、林業、観光

産業の振興は必要不可欠であり、移住・定住、

集落対策にも関連性があることから、総体的な

取り組みが必要であると考えています。 

 農業においては、新規就農者の営農や後継者

の就農など新たな農業者が増えていることから、
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農畜産物の多様化により基盤整備など必要な支

援を行ってまいります。 

 林業においては、六次産業化での取り組みが

行われ、様々な分野の成長が期待されますが、

体制や事業体の育成、林業従事者の確保などが

進まない現状を解消するための取り組みを進め

ます。また、林業の持続性を高めるため森林施

業のあり方の改善と、林業全体の発展のため国

有林との連携を推進します。 

 観光振興や地域経済活動を維持するため、現

在取り組んでいる新型コロナウイルス対策と新

たな生活様式への対応は今後も続くことが想定

されますので、様々な取り組みなど施策の確立

が必須であり、必要に応じて支援してまいりま

す。 

 持続可能な地域をめざす基本は、財政の確立

が重要であり、必要な財政需要に応える計画を

持って対応し、一般財源と特定財源確保のため

の財政運営に努めてまいります。 

 ２、安全で安心な暮らしを守る基盤づくり。

村民が安心して暮らすための基盤は、医療や福

祉、介護支援、救急医療、地域公共交通の確保

など、いつでも誰もが享受できる体制があるこ

とだと考えておりますが、個々により希望する

サービスが異なることもあり、不十分な点を少

しでも改善し、住民ニーズに即したサービスが

できるよう努めてまいります。 

 毎年、全国各地で想定を超える災害が発生し

ている現状があり、占冠村も被災地となる可能

性があることから、防災対策を進めております

が、いろいろな場面を想定し村民の命と財産を

守る対策の確立を図ってまいります。 

 また、日常生活の中で地域づくりを進める活

動として、地域防災組織や地域協働ボランティ

ア活動が定着してきていますので、より一層の

活動が図られるよう支援してまいります。 

 ３、未来を託す子どもの環境づくり。占冠保

育所の新築、トマム保育所の改築を進め、１歳

児保育が行える基盤整備を行い、定住への条件

整備も含め、女性が社会活動に参加しやすい環

境づくりが進んでいます。次代を担う子供たち

を地域が見守り、育てるため子育て支援政策の

充実に努めます。 

 教育環境については、コロナ禍ということも

あり情報通信技術に対応した整備が進みました。

この環境をより有効なものとするための人材育

成や利用しやすい環境をつくることなど、魅力

を持たせる取り組みをしたいと考えています。 

 平和や国際感覚を体験できる教育として、引

き続き平和宣言を具現化する平和体験学習とア

スペン市との短期交換留学を行います。 

 Ⅲ、おわりに。新型コロナウイルス感染症と

いう誰もが経験したことのない環境が続いてい

ますが、本村においても地域活動や経済活動に

大きな影響を与えています。 

 中でも、人と人とのコミュニケーションの取

り方が難しい環境になり、孤立や孤独といった

想いになってしまうことが多くあったのではと

思います。この環境を脱し、新たな社会生活へ

と変化していくための方策をみんなで考え実行

していくために努力したいと考えています。幅

広い方々の知恵やアイデアが必要となりますの

でご協力をお願いいたします。 

 様々な課題を乗り越え、住みよい村づくりを

実現するため村議会とも相談し、しっかりと取

り組んでまいります。 

 村民の皆様並びに議会議員の皆様のご支援を

お願い申し上げ、村政執行に対する所信といた

します。令和３年９月22日、占冠村村長田中正

治。 

○議長（児玉眞澄君） これで村長の所信表明

は終わりました 

 

◎日程第３ 一般質問 
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○議長（児玉眞澄君） これから一般質問を行

います。質問の通告がありますので、順番に発

言を許可します。 

５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 私から埋立ゴミにつき

まして村長に伺います。 

一般廃棄物最終処分場の延命化は進んでおり

ますが、昨年の９月の総務産業常任委員会の村

内所管事務調査報告にて、ゴミの減量化の推進

や分別方法についての丁寧な説明などを進めて

いただきたいと報告がありましたが、コロナ禍

で人が集まれないためか、特に進んでいなかっ

たと感じています。ゴミの減量化や資源ゴミの

分別徹底などは早急に取り組むべき課題と捉え

ますが、現状どのようなゴミの減量対策を考え

進めているのか、またどの程度減量できたのか

伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 下川議員のご質問にお

答えをいたします。これまで、減量化対策は平

成30年度に策定した一般廃棄物処理計画に則り、

３Ｒの啓発、マイバッグ運動の推進、ゴミの分

別ハンドブック、あるいはゴミの分別辞典を配

布し、ゴミ出しのルールとマナー、分別につい

て周知をしてきたところでございます。 

また、星野リゾートでは生ゴミの資源化を行

うなど減量化に向けた取り組みを進めてきてお

ります。今年度は、村のホームページにおいて

収集カレンダーをＰＤＦにて作成し、ウェブ媒

体での分別収集のお知らせを行ってまいりまし

た。 

また、実績として令和２年度から粗大ゴミの

破砕処理を行っており、収集量21ｔの内、金属

等資源ゴミは7.3ｔで資源化率34％となっていま

す。令和３年度も、粗大ゴミの破砕処理を行っ

ていますので、減量化が図られるものと思いま

す。ご承知のとおり、現在一般廃棄物最終処分

場には計量施設がない状態になっており、処分

場に廃棄物搬入車両から降ろされたゴミ量を目

測し、重量に換算して求めているため、概数の

数値でしか算出することができない現状であり

ます。しかしながら、今年度計量施設を建設中

であり、来年度より運用を開始しますので、計

量ができるようになれば、改めて対策を検討し

てまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） ３Ｒの啓発ですとか、

マイバッグとかはわかりやすいもので意識に繋

げることはできたと思いますが、ルール徹底で

すとかマナーを周知するという意味では配布物

のみ、またはそのウェブ等を使っての啓発だけ

だったのかなと感じています。そういった配布

物だけですと、やはり見た、見ないというもの

だったり、限られた人にしか届いていないので

はないのかなと感じています。その分別の仕方

自体は、どうしても細かいので、その分別の資

料をいただいてはいますけれども、細かいので

それを全員が細かく見て分別しているかという

ところには繋がっていないかと思うので、対面

での分別指導等も必要なのではないかと思うの

ですが、そういったことがコロナ禍ということ

もあって、人が集まれないからなかなか対面で

指導することができないとか、そういったこと

はあったかと思うのですが、なにかの時にちゃ

んとレクチャーをするとか、捨て方のみんなの

意識を統一するという意味では必要かと思うの

ですが、そういったことは今後どのように啓発

活動というか、そういったものを進めていくの

か伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員ご指摘の、それぞ

れ分別に対する意識統一、あるいはやり方のレ

クチャー等の説明会含めてもっと濃厚にすべき

というご意見でございます。 
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過去の例を今調べてもらったんですけれども、

ゴミの分別の全体的な説明会については、１回

やられていると。これは１回ですから十分とは

思えません。そういったことを手厚くやる必要

があるだろうと思いますし、議員おっしゃると

おりなかなか現状ではコロナ禍の中で人を集め

ることはできないということでございますので、

なんだかの方法を通じてそういった説明を再度

やる努力をして、新たな埋め立て地もできるわ

けですから、少しでも延命化を図るということ

も含めて、そういった取り組みをやりたいと思

います。そういったことで一つよろしくお願い

をしたいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） ２点目の質問にも関連

しますので２点目の質問に進めさせていただき

ます。 

令和２年度のゴミの収集実績はコロナウイル

スの影響もあり、ゴミの減量化ができたものと

思います。しかし、今年の４月～７月の収集実

績によると昨年の同時期に比べると、社会情勢

が変化していることもありますが、事業系は大

幅に増加しています。家庭系は若干減少してい

るものの、一般廃棄物処理基本計画のゴミ排出

量の推計の一般ゴミと比較すると７月末の実績

値では、推計の年間排出量629.17ｔに対し、約

48％の304.28ｔの収集実績になっています。 

ゴミの減量・分別を訴えるだけでは効果がや

はり弱いのかなと感じています。 

効果的な減量に向かうためにも、埋め立てゴ

ミの有料化、または指定袋化が必要と感じます。 

今のゴミの分別方法は、一手間かけて有料の

専用袋に捨てる資源ゴミと専用袋のない無料で

捨てられる埋立ゴミという認識になりやすいの

ではないでしょうか。 

リサイクル可能なものを資源ゴミにしてもら

うためにも、資源ゴミより埋立ゴミを捨てる行

為が不便と感じないと即効性は現れないと感じ

ます。このまま継続していけば近い将来、嵩上

げした最終処分場もすぐ満杯となり、新たな施

設を作るとなれば莫大な費用もかかります。ゴ

ミを捨てることが持続可能であるためにも、埋

立ゴミの有料化が必要かと思いますが改めて村

長の考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ゴミの収集実績、ある

いはゴミの有料化というご質問でございます。 

令和２年度のゴミの収集実績は議員言われる

ようにコロナウイルス感染症の影響が大きく、

事業系のゴミは緊急事態宣言による移動の自粛

を迫られ稼働を制限されたことから、宿泊客数

の減少によって大幅な減少になっています。一

方、家庭系のゴミも外出自粛により、自宅で過

ごす時間が増え、家庭内のゴミの片付けなども

含めて費やす時間が増えたことで、排出される

ゴミは増加傾向にあったということが考えられ

ます。 

分別方法では、資源ゴミが指定袋である一方、

一般ゴミは指定袋でないために、議員ご指摘の

とおり分別への意欲が少ないと感じていること

も私も感じているところでございます。 

資源ゴミ分別の意識を変えていただけるよう

改めてお願いをするという努力が必要なんだろ

うと思っているところでございます。 

それから、埋立ゴミの有料化の問題につきま

しては、過去の議会においても賛否議論を重ね

てきたところでございます。有料化はゴミの排

出抑制や、再生利用の推進、排出量に応じた負

担の公平化及び住民の意識改革など施策手段と

して効果が期待できるものかなと思っています。 

しかし、現状経済状況の悪化が続く中におい

て、様々な負担が増えている状況を鑑みると、

まだそのような時期ではないなと考えていると

ころでございます。 
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ゴミの資源化の促進による減量化は、住民と

事業者の協力なしでは実現しないものと考えて

います。有料化や指定袋の使用を排出者に依頼

するような際には、時間をかけて理解をいただ

き、協力が得られる手法に導く必要があると考

えておりまして、今後の検討課題とさせていた

だきたいと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 埋立ゴミの有料化につ

きましては、現在の経済状況等を考えると難し

いのかなと思うところもありますが、やはり分

別に関しては早急に対策をしていかないと、せ

っかく出来上がった嵩上げした埋立最終処分場

もすぐ満杯になってしまうと思うので、やはり

その分別というところに対する指導というのを

徹底していく必要があるだろうと思います。 

一般向けに関しては、なかなか人が集まれな

いという中だと今現状のウェブまたはその配布

物等で周知をしていくということもあるかと思

うのですが、やはり事業系については、事業者

さんによっても考え方が違っているのではない

かと思います。こちらでゴミを回収するとか、

ゴミを仕分けしてもらう担当の方といいますか、

そういった方がチェック機能を作るとか、チェ

ックしてできていないときには指導するなどの

ような対応ができていくと少ししっかりゴミを

分別しなくてはいけないなという気持ちになっ

たりとか、人件費がかかってしまったり、人の

負担というのが増えてしまうとは思うのですが、

チェックをしてでも、早急に減らすということ

をしていかないと、埋立ゴミの量はあまり減ら

ず、思ったよりも捨てられる年数が少なかった

という結果に繋がってしまうのではないかと危

惧します。なので、そういった対策等も別途検

討し進めていくべきだと思いますが、どのよう

に考えますか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 現状のゴミの状況を含

めて懸念されることをおっしゃっているのかな

と思いますけれども、一般ゴミについては住民

がほぼ増えるわけではないし、大型ゴミについ

ては破砕処理等をしても大きく延びることはな

いだろうと。懸念されるのが、やっぱり大規模

消費地というか、リゾート関連の星野さん、あ

るいはクラブメッドということで、これまでも

分別に関する対応について、それぞれの事業者

さんともチャンネルがありますから、その中で

ぜひ対応してほしいということはお願いしてい

ます。それから寮の方が相当数いらっしゃいま

すから、これらについてもまだまだ不十分な面

がありますので、そのへんはきちんとお伝えを

して分別に協力をいただくということで、人の

入れ替わりがあったりして、せっかく減ったな

と思ったら、また人が入れ替わって、また戻る

という、そういった矛盾した面もあると思いま

すので、それらも含めて事業者さんともそうい

った協議をさせていただきたいなと。全体の分

別、あるいは減量化に向けてもっと精力的に進

めたいと思いますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（児玉眞澄君） これで５番、下川園子

君の一般質問を終わります。 

ここで10時55分まで休憩します。 

休憩 午前10時43分 

再開 午前10時55分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 議長の許しを得まし

たので、質問をしたいと思います。 

まず初めに、今回、先ほど村長から所信表明

もありましたけれども、二期目の田中村政の船

出に対して、心からお祝いを申し上げたいと思
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います。そして、ますます地域の住民の皆さま

の意見を聞きながら新しい村づくりに努力され

ることを願います。 

とりわけ林業については、この間いろんな議

論をしてきました。何回か申し上げましたよう

に、いろんな取り組んできた課題について、い

ろんな問題点とか成果、そういったものはそれ

ぞれ取り組んできたものの中にあると思います。

そのへんについて、十分総括をしながら、より

具体的に村として取り組んでいく部分を絞りな

がら、ぜひ林業政策については進めていただき

後世に森林林業、木材産業の発展のための道筋

を、ぜひこの４年間で作っていただきたいと思

っています。そういった中で、これからいろん

な取り組んできた課題について、私としても、

一つ一つ議会の中で議論しながら、着実に進め

ていく方向性を見出していきたいと思っていま

す。 

今回については、木質バイオマス生産組合の

事業の安定化ということでお話をしたいと思っ

ています。 

林地残材を有効活用した薪生産販売事業を手

掛ける木質バイオマス生産組合は地元の３事業

体で構成されています。一つは、木材に関連す

る事業体であります。二つですね。それともう

一つについては、鉄工というか整備というか、

そういったことでやっている事業体の中で構成

されていて、当初いろんな問題があるというこ

とで、私はもっときちんと精査していくべきだ

ということも話しましたけれども、結果的に当

時の事情があって、３事業体で取り組まれてい

るということです。それぞれ本業を持っていま

すから、木質バイオマス生産組合の事業の運営

活動に日常的に関われる状況にはないのが実態

です。このことについて過去、何回か指摘して

きたところです。３月の村長の施政方針の議論

の中で村長答弁では、木質バイオマス生産組合

の体質改善や経営改善に取り組むと答弁をして

います。問題点、課題を解決し、事業の安定化

を図っていくために、村長が二期目にあたり村

長としてどのように取り組んでいくのか、まず

そのへんについて伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 五十嵐議員のご質問に

お答えをさせていただきます。 

冒頭、大きな期待を寄せていただきまして、

期待に添えるように頑張りたいと思いますので

どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

ご質問の木質バイオマス生産組合の事業につ

きましては、薪生産と本村の特産品として地位

を築きつつあるメープルシロップの生産が主で

ございます。 

薪生産につきましては、平成29年度に販売量

が下げ止まった以降は、徐々に販売量を盛り返

しており、昨年度は事業開始以来２番目、過去

５年間では最高販売量となる250立方の薪を販売

しております。一般住民や村外への販売量は平

成27年と比較しますと、５倍ほどに達するとい

うことでございます。 

また、メープルシロップにおいても本年６月

の販売開始からわずか２カ月で完売をしており、

事業は着実に改善しつつあると感じているとこ

ろでございます。しかしながら、議員ご指摘の

とおり、経営体質及び事業の安定化という側面

でみますと経営陣が日常的に関わることが難し

い状況にあるということは私も認識をしている

ところでございます。 

本村が貸与している施設や重機類につきまし

ても老朽している箇所や耐用年数を超えている

ものが散見できる状況となっており、決して良

好な状態にないと考えております。このため３

月の村政執行方針の答弁でも申し上げましたが、

体質改善や経営改善は必要との考えのもと、政

策的な対応が必要なんだろうということで、ま
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ず昨年12月に採用いたしました地域おこし協力

隊の協力を受けまして、経営状況の把握や分析、

改善策などについても担当課のバックアップを

図りつつ一定の整理ができるよう準備を進めて

いきたいと考えて現在進めているところでござ

います。 

また、薪生産につきましては、本組合員以外

の村内事業体がビジネスチャンスということで

捉えて薪生産販売の事業化に取り組んでおりま

すので、そういったあらゆる選択肢を視野にこ

の事業体の在り方につきましては、今後の方向

性を検討してまいりたいと考えております。以

上です。 

○議長（児玉眞澄君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 木質バイオマス生産

組合のいろんな問題点や課題については、同じ

ような認識だと思います。この間、今一つ言わ

れていた、新たな事業体が薪販売をして積極的

にのぼりを立てて販売を取り組んでいるという

ことです。私は、それは大歓迎する。つまり競

争することによって、お互いがそれぞれ販売販

路と含めて自分たちで自主的に取り組んでいく

ということがなければ、なかなか村任せではこ

の事業は伸びていかないと思いますから、新た

に民間の事業体が、薪販売をやっているという

ことは競争がつくわけですから、これは木質バ

イオマスにとっても刺激になると思っています。 

それはさておいて、木質バイオマス生産組合

の事業を何回か覗きに行くわけですけれども、

活気がないというか、自分たちがこうやってい

るよというものが残念ながら出てきません。よ

くよく話を聞くと、事業の計画がきちんと働い

ている人たちに示されていない。つまり、どの

事業体でも普通は１年間の事業計画を組んで、

それに基づいて１年間、月別に生産をしながら

実行していくわけです。そのことによって、き

ちんと目に見える総括をできるわけです。働い

ている人たちの話を聞くと、あるときにはこれ

だけ作れとか、そういった計画性がない中で進

められているところに大きな問題があると思っ

ています。これも過去の議会の中でも言ってい

ます。やはり、きちんとした１年間の事業計画

を組んで、そしてできれば月別の生産量をきち

んと計画を立てて、それに基づいて働いている

人たちが、月最低でもこれを目標に向かって取

り組んでいくということで、目に見える事業運

営というのがされなければならないと思ってい

ます。そのへんについても、やはり直接３事業

体で構成している人たちが毎日見に行けるよう

な状況にもないようですから、そのへんの指導

等も今後きちんとして、一番大事なのは実際に

薪を生産したりしている人たちに、見えるよう

な事業計画、事業運営というのを、ぜひとって

いただきたいと考えています。そのへんについ

て、今後どう取り組んでいくのか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員ご指摘の木質バイ

オマス生産組合、成り立ちからいきますと湯の

沢の温泉ボイラーを導入する際に、北海道支援

エネルギー普及促進推進協会ということでコン

ソーシアムが義務付けられ、本来意図しない事

業者も「一緒になってやろうや」ということで

組んだというのがこのスタートになっています。

そのへんで、事業体個々が責任感なり、本来林

業に対する向き合い方含めて、この木質バイオ

マス薪生産に対する責任感なり、情熱が不十分、

欠けている点があるということは、これまでも

言われてきましたし、そういったことなんだろ

うと私も思っています。ご指摘の職場に活気が

ない、あるいは従業員に対する方向性、計画性、

これが示されない中で、そういったものがより

欠けてしまうとは、正にそのとおりなのかなと

思います。 

これをどう改善していくのかということで、
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先ほどご答弁申し上げましたけれども、協力隊

の職員に経営含めて関与をして、中身を精査し

てほしいということでいろいろとお願いをして

おります。最終的には村として一定の関与をし

ながらこれらを改善していくことが必要なんだ

ろうと思っておりますので、それぞれ一つの事

業主でございますから、あまり無理やりなこと

はなかなか言えない立場でございますけれども、

一定の関与をしながら、ぜひ今後の体制含めて、

どういう方向がいいのかも含めて整理はしてい

きたいなと思っているので、ご理解いただきた

いと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 一つ確認しておきた

いのは、協力隊の人が確かメープルシロップを

中心にしてやるということだったんですけれど

も、今の話では具体的な木質バイオマスの事業

の中でのいろんな問題点や、課題、経営状況

等々チェックして、より良いものにしていくと

いうことで任務を与えてやるということだろう

と思うのですけれども、このへんについては、

きちんとした３事業体にも十分理解してもらっ

てやらないと「村が勝手になんでもやってる

わ」という話では、また困る話で、少なくとも

３事業体が責任を持ってやっていかなきゃなら

ない事業なものですから、そのへんが一つと、

協力隊の関係についてはぜひ、そういったこと

をきちんとやっていって、問題点やなんかをお

互いに話していくということが必要だろうと思

います。 

あわせて、前の林業問題でいろいろ話したと

きに、事業体との話し合いをきちんと持ってそ

こからいろんな要求や課題等々出していただい

て、その中で村づくりの中に活かしていくとい

うことが必要だろうということを何回も申し上

げてきました。実態としては、なかなか組織的

な取り組みは、それぞれ仕事を持ってやってい

ますから難しいですけれども、そのへんについ

て、ぜひやらなければボタンの掛け違いという

か、そういったことが起きてしまうので、事業

体の人たちとも話をして、村にいろんなことを

話したい、相談したいということがたくさんあ

るようですから、そういったものを聞いて問題

点や課題を整理しながら一緒になってこの木質

バイオマス生産組合の事業安定化に向けて今後

も努力していただいて、村長が４年間やり遂げ

るときには、名実ともに自分たちで運営事業で

きるような事業体にぜひ作っていただきたいと

思っています。最後にそのへんについての村長

の決意を聞いて質問を終わりたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 冒頭ありました協力隊

の任務でございます。協力隊主力はメープルシ

ロップの事業化でございますけれども、事業体

自体が経営というか、きちんと一つの会社とし

ての経営が、僕から言わせると体を成していな

いと。会社としての形ができるように民間事業

者で働いた経験もありますから、そういった経

営も含めて、きちんとしたものにならないかと、

そのへんを調査、指導してほしいんだという課

題を与えております。最終的には、ぜひ一つの

会社として自立できるような形となるようなも

のにしたいんだという意思表示はさせてもらっ

ていますけれども、これら今の現状も含めて精

査する中から、どこをどうすればいいとか、そ

ういったものをまず調査検討して、それを整理

していくことが必要なんだろうということで、

先ほども申し上げましたけれども、それぞれ一

つの会社を持っている人たちですから、なかな

か難しい面ありますけれども、そこらへんは思

い切って伝えてやりたいなと思っていますので、

ご理解をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで３番、五十嵐正

雄君の一般質問を終わります。 
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続いて４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 早速ですけれども質問

に入らせていただきたいと思います。 

大きく２点、選挙公約からですね。 

まず１つ目ですが、移住・定住や地域特性を

生かした集落支援について、これまで移住・定

住に関しましては多くの議論と取り組みを講じ

てきたと思いますけれども、移住・定住促進に

対する取り組みの成果、実績と今後の取り組み

について具体的に伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 細谷議員のご質問にお

答えをいたします。移住・定住の促進に関する

実績でございますが、占冠村定住促進条例に基

づく補助実績を申し上げますと、過去３年で17

件、349万３千円となっております。その内、新

築は２軒であり、今年度においても１軒の新築

に対する支援を行っております。移住対策では、

都市から地方への移住・定住を図る制度を活用

した、地域おこし協力隊を過去13名採用し、６

名が本村に定住をしたほか、北海道と協同で総

務省関係人口創出事業モデル事業を実施し、本

村の魅力をＰＲすることで道外から１戸３名の

移住実績がありました。 

また、新規就農対策においては既存農家のご

協力もありまして、ここ数年で中央・ニニウ・

トマムへの新規就農が進むなど、地域を支える

人が増えつつあります。その他、トマム地区に

おける占冠村定住子ども応援民間賃貸共同住宅

の建設により、村外からの移住があったり、こ

の間取り組んできた空き家バンクの活用により

まして、物件の売買実績も出てきており、移住

の検討が進められていると聞いております。今

後の取り組みについてでありますが、こういっ

た様々な取り組みにより、蒔いた種が実を結び

つつあると感じておりますので、この間取り組

んできた施策を定着してまいりたいと思ってお

ります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 村長の所信表明の中に

もあります移住・定住、集落対策にも関連性が

ある総体的な取り組みが必要ということであり

ますので、２つ目の質問としまして、地域特性

を生かした集落支援とありますけれども、具体

的にご説明をお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 地域特性を生かした集

落支援ということでご質問でございます。 

占冠村の集落対策方針というのが立てられま

して、それぞれ特色ある地域であるということ

で、その地域ごとにどういったことができるの

かという議論をさせていただいております。 

そういった中で集落の特性として、例えば双

珠別は農業を中心とした集落である。中央は生

活基盤を中心とした集落である。あるいはトマ

ムは観光を主体とした集落である。占冠につい

ては高齢化が進んでいるものの、地域コミュニ

ティが良好な地域である。といったような一つ

の地域としての特性、これをどう生かして地域

づくりをするのか、というのが課題になって進

められました。 

ここには住民の皆さんにも参加しながら議論

いただいたわけですけれども、私は村政執行の

基本をすべての村民が報われる社会を目指し、

住み続けたいと思える村づくりを念頭に進めた

いということを申し上げてきました。地域の住

民の思いは、それぞれの農業や年齢、地域など

によって様々でありますけれども、人口や財政

面などから、地域の選択肢の幅が限られたもの

であるとしても多種多様で時と共に変化する住

民ニーズの中から、住民相互そして行政と住民

との情報共有に基づく議論をとおして、より多

くの住民が納得できる地域を作り上げていくこ

とが大切だと考えているところでございます。 
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昨年、こちらの集落対策についても地域住民

の意見を聞きながら占冠村集落対策方針の見直

し版を策定させていただきました。地域ごとの

課題や、今後の方向性、行政が取り組むこと、

それから住民が取り組むことなどが議論され、

これらを取りまとめたものとなっておりまして、

今後において実践が求められるだろうと考えて

おります。 

その他、住民参加、協働による村づくりを基

本に、住民活動推進事業や自主創造プログラム、

あるいは地域カフェ補助事業など、様々な既存

事業の継続を続けるほか、占冠村集落対策方針

の実践を進めたいと考えております。ただ少子

高齢化の社会にあってなかなか思うように集落

自体がうまく機能しない場面も多々発生してい

るとは自覚しておりますけれども、なんとかこ

ういったものを乗り越えながら集落として機能

するものを作ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ただいま説明を受けま

したけれども、他市町村において移住・定住、

集落支援等が成功している事例をみますと、か

なり思い切った施策を積極的に斬新的に行って

おります。例えば、本村にも当てはまるところ

もありますけれども、観光振興に向けた取り組

み、リゾート観光事業者との連携、地場産業を

活用した農林業との連携、六次産業化、企業化

支援、具体的な支援内容の提示、ここでは具体

的に他市町村の具体的な金額等は説明しません

けれども、その他にも住宅建設、子育て支援、

土地分譲賃貸、医療費、それから田舎ならでは

の良質な住環境の提供、福祉の村づくり、最近

はテレワークワーケーションの環境づくり、こ

ういったものを占冠ならではの地域創生を目指

した明確で積極的な策を講じなければ地場産業

の振興、集落支援には繋がらないと考えます。

村長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員、思い切った明確

な策を打ってぜひ集落対策をしてほしいという

ことでご意見をいただきました。 

確かに、他市町村の事例数多くあります。私

が感じるのが、都市近郊の市町村がどうしても

事例の成功例として多く感じています。北大の

先生が鶴居村をあげるんですね。子育てと医療

を含めた住環境を含めた生活環境の整備と。多

くは釧路方面に仕事をしに行って通っている中

で、地域に暮らしていただくという人口増。い

ってみればパイの取り合いをしてきたところが

うまくいったところは、そういったところが多

いように思います。確かに、思い切ったことを

すればもしかしたら来てくれるのかもしれませ

ん。ただ、占冠にあった定住・移住、農業者で

あったり、観光事業者であったり、様々な要素

を持った方々がここを選んでもらえる環境と支

援を作っていくしかないのかなと思ってまして、

先ほどいろいろな私の答弁の中でも様々な事業

や様々な取り組みをご紹介して成功事例として

若干の定住者、移住者がありましたということ

を申し上げましたけれども、そういったことの

積み上げで定住者を増やしていく。基本的に占

冠村の人口が倍になったり３倍になったりする

ことは私ないと思っていますから、ここで暮ら

している人たちがしっかり暮らせるような環境

づくりをする中で、新たな移住者、定住者を迎

えられる条件整備をしていくということの組み

合わせなのかなと思っていますので、そんなこ

と言っていたら「地方に負けちゃうよ」という

ご意見もあろうかと思いますが、その中でそう

いったことで、いろいろなご意見をいただきな

がら何が有効なのかも含めてこれから検討もし

ながら施策については進めてまいりたいと思い

ますのでよろしくお願いをいたします。 
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○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 村長の所信表明の中に

も、林業事業者の確保などが進まない現状を解

消するため取り組みを進めますとありますが、

先日議員で視察を新規林業者の研修をしてきた

ところでありますけれども、概ね村の生活につ

いては満足をしているようですが、ただ住宅の

問題、楓団地狭い、公営住宅の老朽化、それか

ら条件、あとは宅地ですとか借家の数が少ない

だとか、そういったところ問題は山積みと思い

ますけれども、一つずつ解決して村ならではの

目標を明確に示して進んでいくことが大切と思

います。これで１つ目の質問を終わらせていた

だきます。 

続いて、２つ目の選挙公約、様々な要因に対

応する防災対策の拡充について。 

まず１つですが、防災対策の拡充とは備品の

拡充か備品倉庫の拡充も含む考えなのかお伺い

します。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員ご質問の様々な要

因に対する対応ということで、災害においては

台風や大雨による河川の氾濫、あるいは雪害に

よる停電等々、いろんな原因による災害がこれ

までもありましたし想定されているところです。

そういった意味で様々な要因に対する備えとい

う意味合いの言葉と理解していただければと思

っておりますけれども、実に様々なものがござ

いますので、その対策につきましても、あらゆ

る場合を想定しながら、ハードな面のみならず、

ソフト面での対策も進めてきたところでござい

ます。近年では、コロナ対策の地方創生臨時交

付金や北海道の地域づくり総合交付金などを活

用しながら、各種の備品や非常食等の拡充を進

めるとともに、地域防災組織の育成支援や村内

小学校における防災教室の実施、あるいは村内

各地で行われる防災訓練への防災担当者の職員

の派遣など等含めて、ソフト面での防災対策も

強化しているところでございます。 

備蓄倉庫につきましては、まず整備を進めて

いる備品や非常食等がありますので各避難所に

適切に配布保管していくことが重要と考えてお

りますので、今大きく備蓄倉庫を拡充すること

は考えておりません。村内各地に必要な量を配

備するという状況でございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） では２つ目の質問に入

ります。 

国土交通省の道の駅機能に災害時には防災機

能を発現とありますが、道の駅自然体感しむか

っぷの防災拠点化について考えをお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 道の駅の防災機能の強

化についてでございますけれども、以前、平成

31年の６月定例会でも他の議員からご質問をい

ただいたところでございます。 

村として国土交通省の防災道の駅の選定要件

ついて調査したところ、当該道の駅が都道府県

の広域的な防災計画に位置付けられること、あ

るいは同時に国土交通省と都道府県で作成する

新広域道路交通計画に広域的な防災拠点として

位置づけられること、建物の耐震化あるいは無

停電化、通信や水の確保等により災害時におい

ても事業実施可能な施設になっているか、若し

くは３年以内に整備される具体的な計画がある

かなどが求められておりまして、かなりハード

ルが高いものであることがわかりました。とは

いえ、従来から占冠村の道の駅も暴風雪により

車両滞留時における一時避難所などとして活用

されてきておりまして、災害時に避難者を受け

入れることができる一定程度の体制整備が必要

であると考えております。今後におきましても、

一時避難所として必要な物品の整理や運営方法

について指定管理者とも連携しながら取り進め
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てまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） まず道の駅の機能なん

ですけれども、休憩機能、24時間トイレ・無料

でできるトイレ、それから情報発信機能、道

路・観光・緊急医療、それから地域連携機能、

文化・観光・地域振興・防災施設とあります。

昨冬の大雪で各近隣の峠が一時通行止めとなっ

て十数時間本村も孤立状態となりました。立往

生車が占冠村の駐車場に十数時間孤立したので

すが、その時には道の駅は通常通り18時に閉館

をして、その後24時間トイレのみでの対応でし

た。 

隣町の南富良野の道の駅では、緊急対応とし

て道の駅を開放しております。そういったこと

も含めて今現在、道の駅自然体感しむかっぷで

は日本道路建設協会からの提供された発電機１

機、それからＡＥＤだけの装備しかありません。

今後、道の駅の機能を防災拠点として今一度構

築すべきと考えます。 

関連しますので、３番目の質問に入らせてい

ただきます。占冠村における防災担当者は総務

担当者で多岐に渡る業務を行っている。防災担

当を兼務ではなく専門員の配置及び防災対策室

を設置し住民の安心・安全、命と財産を守る、

未然の防災対策や行動訓練、リスク情報の周知、

避難行動のリアルタイム提供を行うべきであり、

近年の気候変動も顕著であり早急に進めるべき

と考えますが、村長の考えをお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 防災対策専門員に関わ

ってのご質問かと思いますけれども、この専門

員については、各自治体置くことによって国の

助成金等々もあるかと聞いております。実際の

ところ現在も占冠村においては、災害発生時に

は自衛隊はもとより、北海道開発局、あるいは

北海道、気象庁などからリエゾンと呼ばれる災

害対策現地情報連絡員が即座に派遣をされ各関

係機関との調整、情報連絡を行っていただいて

おります。これらのリエゾンは村外から災害時

のみ派遣されるため、占冠村の地理や、村民一

人一人の情報には決して詳しくはない状況でご

ざいます。しかしながら、実際の災害時におい

ては停電の際に人工呼吸器を使用している方は

誰か、あるいは一人暮らしのお年寄りはどのよ

うな生活をしているのかなど、地域の事情に通

じた職員等による連絡調整と迅速な判断が特に

重要となります。 

今後におきましては、役場職員の定年延長等

も予定されていることから、これらの職員の活

用も視野に入れながら地域の状況に詳しい者を

防災対策等の職員として配置することも検討し

たいなと考えており、そういった人員の検討を

したいと考えております。ご質問の防災対策室

の設置につきましては今のところ予定はしてお

りません。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） まず皆さんもご承知の

とおりですけれども、近年の気象状況の変化は

著しくて、例えば30ミリを超える降雨量に関し

ては1997年から1986年、17回だそうです。それ

から2007年から2016年まで約32回、これは30年

前と比べますと約２倍になっているというデー

タもあります。特に2016年の台風線状帯による

空知川氾濫、トマム地区にも甚大な被害をもた

らしました。今後はさらに短時間の強雨の発生

回数が予測され、今までにない想像を超える事

態が起きたときの対応の業務は膨大な量に膨れ

上がります。対応が遅れ被害が増大されること

も想定できます。気候変動の影響、気候変化は

想像以上に早く進んでおり、毎年状況は変化し

ております。先ほど村長がおっしゃられた防災

対策員等の配置、早期対応を行うべきと考えま

す。 
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○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 災害対策に関わる防災

対策専門員については、今のところ考えており

ませんけれども、近々に雇用延長含めた制度改

革が行われますので、その中で有効な人員配置

をしたいなと思っております。これまでも、議

員言われた降水線状帯による大雨の際も、災害

対策本部で職員、あるいは消防団、消防含めて

この活動がされてきましたし、毎年そういった

訓練もさせていただいておりますので、想定外

っていうのは確かにありますけれども、その中

でそれらも予想しながら、うまく機能する動き

ができるような訓練をしながら対応をしていき

たいと思っておりますので、まず避難所をきち

んとして早い避難勧告を出して逃げてもらうと

いうことが一番重要なのかなと思いますので、

それを念頭にしながら対策を打っていきたいと

思いますのでご理解のほどよろしくお願いした

いと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 想像を超える事態が起

きた時の対応ですね。これらについて事前に早

期対応をすべきだと考えます。質問を終わりま

す。 

○議長（児玉眞澄君） これで４番、細谷誠君

の一般質問を終わります。 

ここで少し早いですが、午後１時まで休憩し

ます。 

休憩 午前11時43分 

再開 午後１時00分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

一般質問を続けます。 

６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） それでは一般質問をさ

せていただきます。 

６月の定例会の時にもちょうど北海道は第２

回目の緊急事態宣言ということで、今回９月の

定例会なんですけれども、今は北海道第３回目

の緊急事態宣言の期間中ということであります。 

質問のタイトルなんですけれども、６月定例

会と同じコロナ感染拡大に伴う観光事業者等の

支援についてということで、６月よりは一歩掘

り下げた質問をできればなと思っております。 

それでは（１）前段の部分なんですけれども、

３回目の北海道に発出された８月27日の緊急事

態宣言も９月30日まで延長され、コロナ感染拡

大は収束の見通しが立っておりません。昨年、

村のコロナ対策支援事業、村の要綱といいます

か、概要では新型コロナウイルス感染症に関す

る緊急施策としまして、その公共施設ですとか、

村内事業者等の感染防止の対策の関係、それか

らコロナに伴う収入が減少したものに関わる事

業の継続対策、それから９月には農業持続化給

付金、それから村外の人を対象にしたプレミア

ム券、村民を対象にしたプレミアム券、生活へ

の影響緩和の対策ということでその概要を見て

もなかなか覚えきれないくらいのメニューがた

くさんあったように記憶しております。 

村の昨年の対策の事業は、ほとんどは地方創

生臨時交付金が充当されたと思っているのです

けれども、昨年度の臨時交付金の交付実績と今

年度の見込み額、それと国から臨時交付につい

てどのような情報をいただいているのか、まず

この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 小林議員のご質問に答

えをいたします。議員おっしゃるとおり、本村

における新型コロナワクチン接種は９月28日を

もって接種希望者への接種が終了となります。

国内の接種率も順調に伸びておりますが、新型

コロナ感染症はいまだ収束をみせず、地域経済

は甚大な影響を受けております。そこで、昨年

度の地方創生臨時交付金を活用した新型コロナ
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対策の実績額でございますけれども、占冠村事

業継続支援金で2490万円、占冠村事業者感染防

止対策支援金で1750万円、学校保健特別対策事

業で820万円等々、16事業で7495万4千円を執行

しております。今年度の見込み額としては、防

災拠点施設感染防止対策事業で935万円、占冠村

事業継続支援金で762万円、占冠村事業者感染防

止対策支援金で579万円など、12事業で6300万円

程度となる見込みでございます。 

国の動向といたしましては、緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置により経済活動への影響

が全国的に生じていることを踏まえ、その影響

を受ける事業者に対し、地域の実情に応じてき

め細かく支援できるよう、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付が決

定しております。交付金額の算定方法は、事業

所数を基礎として財政力を反映して算定されて

おり、本村への配分は194万１千円と大変少額と

なっていることから、現在その対応を協議して

いるところでございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） ただいま、実績額とい

うことで確認なんですけれども、前段に答弁さ

れました16事業で7495万4千円、それからこれか

らの部分で6300万という数字でした。最後のほ

うで追加交付金で事業所の規模ですとかで財政

力を考慮して194万１千円ということで、前段の

部分の6300万円は、繰り越しの影響で令和２年

度の予算を令和３年で繰り越したということな

のかの確認と、194万１千円の額については、令

和３年度について村長は微々たる額と言ってい

たのですけれども、令和３年度の昨年度でいう

地方創生臨時交付金の交付額が決定で今の段階

で194万１千円という理解でよろしいのかまず確

認したいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 事業支援額ですけれど

も昨年度の支援額が16事業で7495万４千円、議

員おっしゃる繰り越しの部分については今年度

に繰り越した分が935万円、したがいまして昨年

から引き続き合わせますと１億3795万４千円、

これが事業として交付した額です。このほかに、

プレミアム商品券とか、こういうのはまた別に

なりますので、これはあくまで支援金の部分で

す。最後に申し上げた新たな地方臨時交付金、

国が示しているのが、占冠村に該当するのが194

万１千円ですよということで通知をいただいて

いるということなので、194万１千円を実際に感

染防止対策支援金１本やろうとしても500万くら

いのお金がかかりますから、実際にこれを執行

しようとするときは、194万１千円ではほとんど

事業としては成り立たないという額の交付決定

をいただいていると。これを活かしながら今後

どういう支援ができるのかということを検討す

るということでございます。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 交付額の関係について

は理解いたしました。それではこれを基にとい

いますか（２）にいきたいと思います。 

６月定例会の一般質問での村長の答弁は、コ

ロナ感染拡大の厳しい状況の中において基本的

には観光関連事業者等は収入が減少している場

合においては、国や道が行っている支援金をフ

ルに活用していただいて、村としては今の答弁

ともマッチする部分があるかと思うのですけれ

ども、国の臨時交付金の状況によるが現在の厳

しい状況が継続するようであれば財源を検討し

補正予算措置等を検討したいという内容でした。

国の支援としては、昨年の持続化給付金に準ず

る施策として、条件を満たせば事業収入が50％

以上減少、１月から３月までは３カ月をとおし

て一時支援金、個人事業者については上限30万

円、それから４月から６月までは月次支援金と

してこれも条件付いているのですけれど満たせ
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ば支給されております。個人事業者については

上限１月につき10万円です。これも９月までは

対象となることは決定済みですけれども10月以

降も月次支援金は継続予定になるそうでありま

す。 

また、北海道が第２回目の緊急事態宣言を受

けた期間、５月16日から６月20日の期間にアル

コールの提供を行う飲食店が営業時間短縮に応

じれば北海道緊急事態措置協力金が給付されて

おります。今現在の第３回目の緊急事態宣言期

間の８月27日から９月30日に営業時間短縮に応

じれば北海道緊急事態措置協力金が給付される

ようになっているようです。観光関連事業者、

飲食事業者、宿泊事業者の商工会経由の申請件

数は昨年とほぼ同様であるとのことです。この

申請状況をみても、緊急事態宣言等の影響で、

かなりの収入の落ち込みが激しいものと推察す

ることはできます。 

先ほど村長の答弁、６月の答弁読み上げまし

たけれども、６月の段階で村内の事業者等が経

営的に厳しい状況であれば、財源を検討すると

いう条件付きなんですけれども、支援を考えた

いというか補正予算を組みたいということで、

何らかの姿勢をとるというのも答弁の中から読

み取ることができました。今、この実際３回目

の北海道で出されている緊急事態宣言の中で５

月、６月、７月飛ばしますけれども、８月、９

月と、言ってみれば継続して緊急事態宣言が発

せられて厳しい状況が進行していると思うんで

すね。それで、６月の定例会の時にも支援をど

のようについて考えているのかっていうことで

お聞きしました。今、６月からこの９月までの

３カ月間経って村として観光関連事業者の現状

をどのように認識をして、この厳しい状況とい

う捉え方をもしするのであれば、地方創生臨時

交付金が194万ということで前年から比べたら桁

が違うという部分があるのですけれども、その

今の状況をみたときに村は、臨時交付金という

か補正予算等を組む財源が見つからなければ、

なかなか昨年行ったような村独自の支援は考え

づらいのかな、難しいのかなという部分も含め

て観光関連事業者への支援についてどのように

考えているのかお伺いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） この新型コロナウイル

ス感染症の影響は観光を基幹産業としている本

村においても甚大でありまして、2020年の観光

入り込み数は前年対比42％となっております。

安定した観光入り込み数の増加には災害や感染

症、あるいは国際情勢などによる影響の縮小化

が必要でありますけれども、１地域では如何と

もしがたいものがあります。地域としては、回

復期において観光入り込み客数を増加させるた

めには、なんとしても地域の事業体を維持して

いかなくてはならないと考えていることから、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を活用して四半期ごとに１年を通した支援

を行い、この事業継続支援金事業者に対してこ

の度は5581万円を交付してきました。１年間で

すね。 

また、新型コロナウイルスの影響により落ち

込んでいる消費及び購買力の早期回復と村内で

の経済循環を高めるため、プレミアム商品券事

業や、ようこそしむかっぷ商品券事業、それか

ら占冠村民割商品券事業を実施しまして、6674

万６千円の実績となっています。これらが村と

して支援をしてきた内容であります。 

一方、国、北海道における新型コロナウイル

ス感染症関連施策支援状況でありますけれども、

商工会で把握しているものに限りますけれども、

令和２年度は持続化給付金が申請件数で29件

4044万円など8273万円総額ですね。それから令

和３年度は６月分までの数字でございますが、

一時支援金が申請件数で21件で990万円、月時支
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援金は延べ申請件数24件で342万３千円、それか

ら北海道緊急事態措置協力金は延べ８件で360万

円など北海道分が1702万３千円となっておりま

す。したがいまして、村の支援あるいは国の支

援、道の支援の総額がそういった内容となって

おります。 

村独自の支援につきましては、大変大きな財

源が必要となります。先ほども申し上げました

が、今回、国から示された新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金は194万１千円と

大変少額であります。その有効活用については、

現在協議をしているところですが、状況に応じ

て一般財源の上乗せをしながら、財政出動を念

頭に置いて商工会とも協議をする中で、臨機に

対応してまいりたいと思っております。 

商工会からは、村内事業者の現状について売

り上げ減少、それから今の売り上げ状況含めて

数字的にはいただいております。ただ、それに

村の支援、あるいは国の支援、道の支援、これ

を売り上げにオンしてないものですから単純な

減少率となっておりますので、このへんの精査

をしながら、実際にこの事業体を維持しなきゃ

ならない、どういった支援が必要なのかという

ことも含めて、再度精査をして支援内容を決め

ていく必要があるだろうと。私としては基本的

には、次の観光事業に応えるために感染防止の

ための支援をやる中で、そういった観光客を迎

え入れるための準備のための支援、これくらい

だとこの財政規模からしてできるのではないか

なということを考えておりまして、いずれにし

てもこの国の支援含めて使い道について、今検

討をしておりますので、一般財源の上乗せが必

要な場合には、臨時議会等でもご相談をしなが

ら、補正予算で対応したいと思っております。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 今の内容は理解しまし

た。言ってみれば村長は、６月の議会で答弁さ

れた支援をするにしても財源を検討ということ

で、そのへんでやっぱりすごく悩んでいるのか

なという今までの答弁を受けて思いました。そ

れで、最後後段で言っておりました昨年まで実

施してきた村の独自策については今年の臨時交

付金が桁の違う194万１千円だけれども、一般財

源をオンして各事業者に昨年のような事業継続

支援金じゃなくて、元から絶つといいますか、

その感染拡大防止のほうにシフトして、国の交

付金194万１千円では足りないので、村の一般財

源をオンしてそちらで対応していくことを検討

するという内容の認識でいいのかそれだけ確認

させてください。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） はい。 

○議長（児玉眞澄君） よろしいですか。 

○６番（小林 潤君） はい。了解しました。 

○議長（児玉眞澄君） これで６番、小林潤君

の一般質問を終わります。 

続いて１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 午前に引き続き一般質

問対応ありがとうございます。私の質問、議長

の許しを得ましたのでさせていただきます。 

質問の１としまして、村有住宅、村営住宅の

環境整備の進捗状況はということでお伺いした

いと思います。 

平成28年３月の定例会、平成30年の９月の定

例会において、この表題について質問させてい

ただいております。結果としては、周辺整備、

国道沿いの住宅等の整備は概ねされていて、国

道を通っていても綺麗になっているなという認

識はしております。ただ一歩入れば、空き家に

なっている村営住宅、特に宮下の山沿いの住宅

１件が入っていて、その方が出られてから空き

家状態となっておりまして、見ますと木は生い

茂り、ヨモギは生え茂りという形で全然見えて
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いないところはそのままという状況にありまし

て、これはいかがなものかなと。ましてや、近

隣には人が住んでおります。虫も湧きます。そ

のへんのことを考慮していただいて、年に１回

なり、ちょっと生い茂りすぎるなという時期に

なったら、整備していただくというのがいいの

かなとは思ってみてまいりました。 

最近、湯の沢温泉横の村営住宅、経営状態も

思わしくないから退去しますということで空き

家になったようでございますが、そこも本当に

荒れている状態でちょっとひどい状況の退去の

仕方かなと思っていました。いたるところそう

いう状態の空き家が村営住宅、村有住宅に多い

ということで、今後このような住宅が解体する

までにも何年もかかるということで、防犯上ま

た近隣に誰も住んでいなければそれで良いのか

なとは思いますけれども、そうではないので迷

惑この上ない状況であると思ってそこについて

伺いたいと思います。 

１番目でございます。入居していない村営住

宅周辺整備を次年度に向けての計画をされるか

どうかお伺いします。また老朽化が進む解体待

ちの住宅の維持管理、ここ最近は刈っていただ

いているので、整備していただいているのであ

れですけれども、お金のかかることですので今

後もこのようにしていただけるという計画は立

てられるのか、このへんをお伺いします。 

村営住宅には私物を置いたまま退去というか

居住していない住宅、言わせてもらえれば字占

冠の教員住宅は私物も残っております。これで

は解体も進まない状況にあります。そのへんの

ことをどう対応していくのかお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 大谷議員のご質問にお

答えをいたします。議員言われているとおり、

28年、30年と老朽化が進む村営住宅の処理につ

いては、なかなか取り壊し含めて進んでいない

という状況については私も承知をしております

し、なんとかしたいということは思っていると

ころでございます。 

現在の空き家でございますが、昭和56年以前

に建設された建物となっておりまして、入居募

集をしていない建物となっております。すべて

の村営住宅の空き家について、建物周辺の草刈、

建物周辺の除排雪、屋根の雪下ろしを実施して

維持管理を行っている状況です。 

ご指摘の、宮下の住宅についてそういった環

境になっているとすれば、そこは管理不行き届

きというか、管理がきちんとされていないとい

うことで、改めたいと思いますけれども、宮下

Ｂ団地につきましても、社会資本整備総合交付

金を活用して今年度解体予定ではありましたけ

れども、村の事業の優先順位等々も踏まえて先

送りになったという現実もございます。この交

付金を使いながら計画的には解体をしていきた

いと思っております。 

いずれにしましても老朽化等で解体待ちの住

宅の維持管理については、今までどおり建物周

辺の草刈、それから建物周辺の除排雪、屋根の

雪下ろし等を実施してまいりたいと思います。 

それから最後にご指摘がありました、占冠の

教員住宅でありますけれども、現状荷物を置い

て居住者がいなという環境になっておりますけ

れども、実は家賃は先にお支払いを受けていま

してこちらから一方的に解約ができないという

こともありますので、今のところは環境管理を

きちんとしてまいりたいと思っているところで

ございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 今の答弁で、家賃を払

っていれば居住していなくても荷物を置いてい

るっていうのは、借りている人が維持管理とい

うか周辺整備することが条件だと思うんですが、

そのへんの契約というか、維持管理は本人がす
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るべきということになっていると思うんですが、

家賃をもらっているからそれで良いんだという

ことにはならないと私は思うんですね。まして

や公営住宅を借りている方たちの見本にもなっ

てしまうのではないかと思いますが、そのへん

の状況はどう対処するかっていうことも必要だ

と。そして借主に対しての村としての対応の甘

さもあるのではないかと思いますがそのへんの

状況も一度お答え願います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 私が申し上げたのは、

家賃を払っているから居てもいいということで

はなくて、家賃を払っている人を無理やり出て

いけということはなかなか難しい、法律的にで

すよ。できないでいるのが現状ですと。したが

って、管理だけはきちんとしてもらうというこ

とをお伝えしていると。ただそれが守られるか

どうかについては、村は責任を持って管理をし

ていくということでありまして、もらっている

からいいという表現ではないのでそこらへんを

間違わないようにお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 間違って答弁を解釈し

たわけではないのですが、荷物だけ置いて居な

いというのは、１年なり２年なり条件付けるべ

きではないのかなと思うんですね。それでは予

定されている解体も進まないと思います。まし

てや私物ですので村としてはどうにもならない

ものですので、そのへんの対応をしていただい

て計画通り解体の方向に進めるべきと思います

のでそのへんの対応をもう一度考えていただき

たいと思います。 

１番目の質問はそこまでにさせていただいて、

２番目の湯の沢温泉の先ほども申しましたけれ

ども、退去の状態は本当にこれでいいのかと思

いますし、ましてや温泉で人の出入り、地方の

方が最近本当に多いですね。利用客が、まして

や温泉に繋がっている建物と解釈ができる状況

にありますので、このへんは入居募集もしない

かなと考えますので、早急な取り壊しの計画が

あるのか、ないのかそのへんお聞かせ願います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 湯の沢団地の利用状況

でございますけれども、湯の沢団地につきまし

ては昭和54年建設の建物でありまして、長寿命

化修繕計画では退去後、除却予定となっていま

す。したがいまして解体をするという計画にな

っておりますけれども、社会資本整備総合交付

金を活用しますので、交付金要望の性質上、早

くて令和５年の解体になると思われます。その

時の事業の優先順位よって多少前後はあると思

いますけれども、今の交付金の状況では令和５

年度ぐらいだろうという想定をしているところ

でございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） あと２、３年かかると

いうことですね。解体までに。今の状況をみま

すと、柵かなにか板張りするとか、誰かが入っ

ては困るのでそういう囲いの状況をしていただ

くというか、そのへんの計画はあるのでしょう

か。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 村営住宅として利用し

ないということになりましたら、やはり村とし

て危険なものはきちんと整備をして施設管理を

していくというのが基本になると思います。以

上です。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） そういうきちんとした

維持管理をしていただきたいと思います。 

３番目の質問に移らせていただきます。村有

住宅、教員住宅は別として村営住宅が固まって

あるところのそこも解体予定の住宅、今１件入

ってらっしゃいますが、他３件入っていないと
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いうことで板張りされていたりしてますが、そ

ういうところもきちんと管理していただけると

いうことでよろしいのか。そして、今後もそう

いう村営住宅、村有住宅は村としてどのよう考

えて維持管理していくのかの計画があるのかお

伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 字占冠の村有住宅につ

きましては、議員言われるとおり１戸入居され

ていて、他の住宅もそうですけれども、空き家

分については村が草刈とか屋根の雪下ろしとか

そういった管理はさせていただいておりますの

で、ここに住んでいる方が全部やるということ

はないと思います。村がそこはやるということ

になるかと思います。 

占冠の村営住宅も１棟は交付金の計画に則っ

て２棟ですか、取り壊しが終わっていまして、

その順番で行く予定でしたけれども、今現在あ

あいうことになっているということでございま

す。いずれにしましても、議員の皆さんにも長

寿命化修繕計画についてご説明を申し上げてお

りますので、やはりその計画に則って、壊すも

の、建てるもの、修繕するものということで進

めてまいりたい。年度については、財政状況に

もよりますので多少のずれが生じてきていると

いう現実もありますので、そのことはご承知置

きをいただきたいなと考えております。以上で

す。 

○議長（児玉眞澄君） これで１番、大谷元江

君の一般質問を終わります。 

続いて２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） それでは早速質問に入

ります。 

まず質問の１点目でございます。農協跡地建

物の活用方法についてということで、以前３月

の議会でしたか、村長に農協が引き払った後の

使い道についてということで、なるべく農業関

係者が活用できるような方向で検討していきた

いというような状況であったわけなんですが、

その後なにか今現在検討されているものがあれ

ばまずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 藤岡議員のご質問にお

答えをいたします。 

農協後の建物の活用ということでございます。

現在使われていないというのは現状であります

けれども、施設利用についていろいろと検討は

させてもらっています。とりあえず直近では、

衆議院議員選挙及び国民審査の投票所として活

用をする予定でございますけれどもこれは一時

的なものでございます。 

また、旧農協の１階につきましては元々事務

所として使用しておりましたことから、事務所

として貸し出しをして賃料収入を得ることが有

力な活用手段の一つではないかと考えておりま

す。現在、村商工会等の事務所としての使用は

どうなのかとか、前回もありましたけれども道

東自動車道の４車線化に伴う10年に及ぶ長い期

間になりますので、道東自動車道の工事の際の

現地施設の活用ということもあるのかなという

ことも考えたり、今いろいろと考えております

けれども、今後優良な賃貸人の確保についても

関係機関へ働きかけを行ってまいりたいと考え

ております。 

また議員言われているとおり、契約等には定

められているわけではありませんが、ＪＡふら

のから建物寄附にあたり農業者のためになる活

用をご検討いただきたいというご希望もござい

ましたので、この建物に関する農業者の皆さま

のご希望や運営方法に関する提案などもあれば

ぜひ参考とさせていただきたいなと思っており

ます。現状２階の会議室を農業者用にどうだろ

うというようなことも含めて考えております。 

あわせてこれをここで申し上げていいかどう
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かというのはあるのですが、いずれにしてもこ

の総合センターの改修の検討をしなければなら

ないという時期にあります。そういったことも

あわせて、あらゆる諸事情を考慮しながら農協

の施設、それからこの総合センターの施設のあ

り方含めて利活用に関する検討を進めさせてい

ただいて、またご相談をさせていただければと

考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今村長から、今現在検

討中、また今後において可能性のあるものとい

うお話伺いました。 

２つ目、私からのちょっと提案という形にな

りますか、こんな考えもあるのですが村長のお

考えどうでしょうかというような形にしたいと

思います。 

今まず農協の建物をみますとそれなりの建物

の要素をなしていて、まだまだ使えるのかなと

いった中で、直近というかある程度近い時間帯

の中で使い方が確定しないのであれば、私とし

ては農林課を農協建物に分室を進めるというの

はいかがなものかなと。条件的にもいろいろ電

気水道等々、下水も整備されていますけれども、

具体的には当然ネットワーク設備等が今標準に

なっておりますので、それも距離的にそれほど

離れていないので、大したコストかからないで

素人ながらいけるのかなと。 

じゃあなんでそんなこと考えるのかっていう

ところなんですけれども、今こういったコロナ

状況下において庁舎等々、我々も利用する中で

一つ感じているのが、職員の若手の方々が入っ

てきていただいた結果もあるのかなと思うんで

すけれども、ちょっと過密化が進んでいるかな

と。 

また、実際利用する中である程度村民の方、

年配者の方もそれぞれそれなりに多い中で、カ

ウンターで長い立ち話もなかなかできないとい

う状況下にあるかなと。そうした場合に、ある

程度のスペースを確保いただいて、広く農業関

係者、林業関係者そういった方々が行政の方々

と打合せしたり等々進める中でそれなりのスペ

ース、ゆったりとして働く方も含めて三密対策

は進めていかなきゃならないだろうと。そう考

えてみたときに、今農協の建物というのは１階、

２階ありどう使うかは今後の検討をしていただ

ければと思うのですけれども、それなりのスペ

ースがあるだろうと。そういった形で行けば１

階フロアでもございますし、今言ったように

元々事務所としても使っているしそれほどコス

トかけずに、また住民サービスにもなっていく

んじゃないかと。当然、そして分室化すること

によってまた空き室が出てきます。空きスペー

スが確保できるので、今現在のスペースのそれ

ぞれゆったり感というか、三密を避けた形での

再フロア構築ができるんじゃないかなと思いま

す。ですから、もし検討の中にこの言ったこと

を検討いただける考えはないかなということで

お伺いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 農協の会議室、事務室

の扱いについての一つの考え方ということで、

新型コロナウイルス感染症に対する三密対策や

業務継続確保のために農協を活用することも十

分検討に値するとも考えております。 

ただ、役場機構の一部を外部に出すというこ

とは過去にも議論されて福祉課をあっちへ持っ

ていったり、教育委員会をコミプラに持ってい

ったりとか、いろいろな議論はされたことがご

ざいます。そういった議論を通じてでも、役場

機構の一部を外部に出すことによって新たな経

常経費の増大や農林課が同一の建物内にある時

に比べて、相対的に事務決裁手続きが遅くなる

等々のデメリットも片一方ございます。 

したがいまして、現状におきましては農林課
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の分室化によるメリットとデメリットを考慮に

入れると分室化はしないほうがいいのではない

かと私なりに考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 農協建物の使い方とし

て、村長の考えとしてはちょっとメリット、デ

メリットそれぞれある中で、検討を今の段階で

ちょっとデメリットのほうが多くなるんじゃな

いかなと。過去にも同様な分室について検討さ

れた経緯もあるんだがというようなお話であっ

たと思うんです。だからこのもし農協建物の活

用方法として、一つの提案として私申し上げま

したけれども、デメリットが多いということで

あれば、逆に一つの農業者、林業者に関わらず

役場関係の訪問者があったときに今現在打合せ

する場所等々がなかなかなくてうろうろして年

配のなんか遠慮しちゃうと思うんですね。やは

り住民の声を広く吸上げたり、声をまた住民の

方々に届けていく。これは行政にとって大きな

役目であるわけですから、このスペース確保と

いうところを逆にどうしていくのか。課は分室

しないまでも、そういった使い方、農業、林業

に関わらずというところをちょっと検討いただ

ければなと。先ほどの検討の中に織り込んでい

ただければと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 先ほどの前問での利用

方法も含めて、私申し上げたとおり総合センタ

ーのこの改修時期を迎えて利用方法も変わって

くるだろうと思っていますので、その中でそう

いったことも含めて、先ほど言ったように農協

の施設も含めてどう活用するのかっていうのも

議論の俎上にあげたいなと思っていますので、

議員言われている内容も含めて検討材料とはさ

せていただきたいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 次の質問にまいります。 

専決処分について、コロナ禍における全国自

治体の多くが専決処分多発というようなのが、

皆さんもご承知のように新聞で大きく踊ったの

かなと。自治体の大きさによっては億単位の金

になるかと思いますけれども、一方本村におい

ては６月議会では17件の専決処分が報告されて

おります。その中身を見ていくと当然時節柄、

専決処分せざるを得ないものが多かったのかな

と思います。 

私としては、ある程度の金額のものについて

は、臨時議会を開催いただき、議員の意見をそ

こに反映させていただくということが必要なの

ではないかなと思うのですが、村長の考えがご

ざいましたらお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 専決処分について新聞

報道含めて、あれを読んだときに大変大きな額

を相談なく議決をされているなと。都市独特の、

あるいは都道府県独特のものかなという印象は

受けております。 

ただ村としては、専決処分は特に緊急を要す

るため議会を招集する時間的余裕がないことが

明らかであると認められるときなどに行うもの

でございまして、それ故に村といたしましても、

極力専決処分によらずできる限り臨時議会等の

議論を経るよう努力をするとともに、やむを得

ず専決処分にならざるを得ない場合には、なる

べく事前に全員協議会あるいは議員が集まる機

会を通じてそういった内容を説明し開催させて

いただいておりますので議員の皆さまへの説得

を欠かさないよう憂慮しているところでござい

ます。 

国の法令改正に伴う、条例改正あるいは国の

補正予算に合わせた繰越予算などにおいては、

専決処分せざるを得ないものがございます。い

ずれにせよ、議員言われるとおり、できる限り

適宜臨時議会を開催し、議員の皆さまの意見を
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反映するという最大限の配慮はするよう努めて

まいりますのでご理解のほどよろしくお願いを

申し上げます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ３つ目の質問にまいり

ます。新型コロナ今後の対策についてというこ

とで、現在は新型コロナ緊急対策宣言の渦中に

あり、まだまだ予断を許さずの状況下にあると

思います。午前中からの村長からのお話等々の

中でも行政報告の中でも多く述べられておりま

すけれども、そういう状況にあり緊急事態はほ

ぼ今月末くらいには解除されるのではないかと

いうのがおおかたの見方かなと。 

そういった流れを受け、今後のワクチン接種

取り組み等のことになるわけなんですが、本村

のワクチン接種については内外から非常に高い

ある一定の評価を受けたのかなと。取り組み的

にスムーズに運びいろいろ改善点もゼロではな

いだろうという状況にあります。 

問題は今後についてなんですけれども、まず

１点目として、第５波のコロナの波は収束かな

というところにきているわけですから、当然第

６波、第７波ということは予測の中にあるわけ

で、３回目の接種の取り組みに早くも検討とい

うか実施計画を立てていく時期にきているのか

なと。新聞報道においても、17日の政府内の決

定ということで、18日の新聞等にも大きく報道

されておりますけれども３回目の接種と。当然、

概ね接種から２カ月から８カ月以降ということ

のようですけれども、当初においても医療関係

者を始め、もうそろそろあと１カ月もすればそ

ういった時期にくる方々が出てくる。その後に

また続く方々が出てくるということになるかと

思うのですけれども、そのへんの取り組みの状

況、どういう計画で進めるのかというのが一つ

と、続けて関連になるのですけれども、行政報

告の中にもありました、村長から今後12歳を迎

える住民の方や未接種の転入者の方、これを拾

い上げて接種を進めていくんだという話ですが、

それは要するにやることはわかるのですけれど

も、どういう単位で、例えば半年刻みで実施す

るのか、丸々１年を丸めてカウントしてどっか

で一つ線を引かなきゃならないわけなんで、そ

の二つちょっと教えていただければと。考えを

教えてください。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ただいまのコロナウイ

ルスワクチンの接種について質問、冒頭行政報

告で報告させてもらったとおりなので、そのへ

んは省略させてもらいますけれども、ご質問の

第３回目の接種でございます。国の計画では議

員おっしゃられるとおり８か月後が適当だろう

というような方向性は出ているようでございま

すけれども、国の接種計画が示されたときには、

これまで同様占冠診療所の協力をいただきなが

ら、万全な体制で進めてまいりたいと考えてお

ります。ただ、時期的に寒い時期になるので、

換気だとか今までの施設でいいのかどうかって

いうことも想定されますので、このへんちょっ

と議論を要するところかなということで、内部

ではそういった心配もしながら進めているとこ

ろでございます。 

新たに12歳を迎える住民、それからこれまで

接種しなかった人たちの予防接種につきまして

は、占冠単位で接種をするのではなくて、富良

野圏域単位で、例えば村民を村が送り迎えをす

るなり、個人で行ってもらうなりして医療機関

は協会病院を想定しておりますけれども、５市

町村の担当者レベルで日にちを決めて人をそこ

に集めてという形になろうかなと思いますけれ

ども、いずれにしてもワクチンのロットは決ま

っていますからそれなりの人数がいないとワク

チンを無駄にしてしまうので、そういった循環

で５市町村で現在協議をさせてもらっています



27 / 59 

ので、漏れることなくワクチンを接種できるよ

うに取り組みたいと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 12歳以上、新たな転入

者については広域対応となるだとうと今協議を

進めているということで了解です。確認しまし

た。 

３回目接種の観点なんですけれども、１点、

ワクチンの確保、最初のワクチン取り組みも本

村においても苦労はあったのかなと思うのです

けれども、これの見通しというのはある程度立

っているのかどうかお聞かせください。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ワクチンですけれども、

私の口のからというか村の立場としてお答えで

きる内容になっていません。これはあくまで国

がこのワクチンを確保して、その接種計画を示

して各自治体が接種をするということになって

いますので、大臣の答弁を聞きますと３回目の

ワクチンは確保したと言っていますので、これ

は接種できるようになると私は思っています。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 以上をもって一般質問

を終わります。ここで２時15分まで休憩します。 

休憩 午後２時２分 

再開 午後２時15分 

 

◎日程第４ 報告第１号から日程第５ 報告第

２号 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。議事進行を続けます。 

日程第４、報告第１号、令和２年度占冠村健

全化判断比率の報告についての件から、日程第

５、報告第２号、令和２年度占冠村資金不足比

率の報告についての件を一括議題とします。 

 本件についての説明を求めます。 

総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは議案書１

ページをお願いします。 

報告第１号、令和２年度占冠村健全化判断比

率の報告についてご説明申し上げます。本件は、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

条第１項の規定により、令和２年度占冠村健全

化判断比率を監査委員の意見を付して報告する

ものでございます。 

令和２年度決算に基づく４つの判断比率につ

いてご説明いたします。表の左から、実質赤字

比率について定められた数式により算出された

数値はマイナス3.11％であり、赤字額がないこ

とから表記のとおりの表示となります。次に連

結実質赤字比率についてもマイナス3.82％とな

っており、赤字額がないことにより表記のとお

りとなります。 

次に、実質公債費比率でございます。令和２

年度の実績数値は8.5％ですが、過去３年の平均

値をもって表記することから、平成30年度から

の３年間での平均値では8.6％となります。次に、

将来負担比率については52％となっております。

表の下段にはかっこ書きで、早期健全化基準を

記載しておりますが、いずれも基準内であるこ

とを報告させていただきます。なお監査委員の

意見書につきましては、別冊で配布させていた

だいておりますので後ほどご覧いただければ幸

いでございます。 

続きまして、議案書３ページをお願いいたし

ます。報告第２号、令和２年度占冠村資金不足

比率の報告についてご説明申し上げます。本件

は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

22条第１項の規定により、令和２年度占冠村資

金不足比率を監査委員の意見を付して報告する

ものでございます。 

内容につきましては、簡易水道事業特別会計、

公共下水道事業特別会計ともに黒字会計となっ

ており、資金不足が発生しないため、表記のと
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おりとなります。以上ご報告申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

以上で、報告は終わりました。 

 

◎日程第６ 議案第１号から日程14 議案第９

号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第６、議案第１号、

占冠村過疎地域持続的発展市町村計画を策定す

ることについての件から日程第14、議案第９号、

占冠村林業労務者共済事業補助金交付条例を廃

止する条例を制定することについてまでの件、

９件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。議案第１号につ

いて、企画商工課長、平岡卓君。 

○企画商工課長（平岡卓君） 議案書の５ペー

ジをお願いいたします。議案第１号、占冠村過

疎地域持続的発展市町村計画を策定することに

ついてご説明申し上げます。 

本件は過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法の施行に伴い、占冠村過疎地域持続

的発展市町村計画を策定し、本村の持続的発展

のための施策を推進するものでございます。第

５次占冠村総合計画等との整合性を計り、地域

の持続的発展の基本方針に関する事項や目標、

施策を盛り込んだ計画としてございまして、対

象期間は令和３年度から令和７年度までとして

おります。計画書は別冊で配布させていただい

ております。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第２号から、議案

第５号について、総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは議案書７

ページをお願いいたします。 

議案第２号、占冠村過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産

税の免除に関する条例を制定することについて

ご説明申し上げます。 

本件は、時限法である過疎地域自立促進特別

措置法が令和３年３月31日に失効し、同時に新

法である過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法が制定され、新法の施行に伴い、同

法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に

伴う措置を適用するため本条例を制定するもの

でございます。 

内容は、新法に基づき過疎地域の持続的発展

に資する産業振興を効果的に促進するため、市

町村計画に記載された産業振興促進区域内にお

いて振興すべき業種として定められた製造業、

情報サービス業等、農林水産物等販売業者若し

くは旅館業の用に供する設備の取得等をした者

への課税を３年間免除するものでございます。

この条例は公布の日から施行し、令和６年３月

31日限りその効力を失うものです。また、この

条例の失効前に取得等された設備に対する固定

資産税の免除については、この条例は前項の規

定にかかわらず、同項に規定する後も、なおそ

の効力を有するものでございます。以上ご審議

のほどよろしくお願いします。 

続きまして、議案書の９ページお願いいたし

ます。 

議案第３号、職員の服務の宣誓に関する条例

の一部を改正する条例を制定することについて

ご説明申し上げます。 

本件は行政手続における押印見直しに伴い、

宣誓書に係る押印を不要とするため、本条例の

一部を改正するものでございます。内容は宣誓

書様式中、押印を削除するものでございます。

施行期日につきまして、この条例は公布の日か

ら施行するものでございます。 

議案書11ページお願いいたします。 

議案第４号、占冠村個人情報保護条例の一部



29 / 59 

を改正する条例を制定することについてご説明

申し上げます。 

本件はデジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行により、本条例

で引用している行政手続きにおける特定の個人

を認識するための番号の利用等に関する法律が

改正されたことに伴い、本条例の一部を改正す

るものでございます。内容は番号利用法の改正

に伴い、本条例の引用規定を改正するものでご

ざいます。この条例は公布の日から施行し、令

和３年９月１日から適用するものでございます。 

続きまして議案書13ページをお願いいたしま

す。 

議案第５号、固定資産評価審査委員会条例の

一部を改正する条例を制定することについてご

説明を申し上げます。 

本件は行政手続きにおける押印見直しに伴い、

審査申出等に係る押印を不要とするため、本条

例の一部を改正するものでございます。内容は、

条文に定める押印の文言を削除するものです。

この条例は公布の日から施行するものでござい

ます。以上ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第６号について、

福祉子育て支援課長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 議案書

15ページをお願いいたします。 

議案第６号、占冠村介護保険条例の一部を改

正する条例を制定することについて、提案理由

の説明を申し上げます。 

本件は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少した被保険者に係る介護保険料

の減免について、適用期間を延長するため、本

条例の一部を改正するものでございます。改正

内容につきましては、適応期間を１年間延長し、

令和３年度分までの保険料を対象とするもので

ございます。施行期日は公布の日から施行し、

令和３年４月１日から適用するものでございま

す。以上ご提案申し上げますので、ご審議くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第７号及び議案第

９号について、農林課長、小尾雅彦君。 

○農林課長（小尾雅彦君） 議案書17ページを

お願いいたします。 

議案第７号、占冠村熊捕獲奨励に関する条例

の一部を改正する条例を制定することについて

提案理由のご説明をいたします。 

行政手続きにおける押印見直しに伴いまして、

申請書類に係る押印を不要とするため、本条例

の一部を改正するものでございます。内容は、

熊捕獲奨励交付申請書様式中、押印を削除する

ものです。この条例は公布の日からの施行とな

ります。 

続きまして議案書21ページをお願いします。 

議案第９号、占冠村林業労務者共済事業補助

金交付条例を廃止する条例を制定することにつ

いて提案理由の説明です。 

長期にわたりまして本補助金の交付実績がな

く、今後も交付が見込まれないことから本条例

を廃止するものでございます。この条例は公布

の日からの施行を予定しております。以上で提

案理由の説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第８号については、

建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書19ページお

願いいたします。 

議案第８号、占冠村公共下水道条例の一部を

改正する条例を制定することについて提案理由

のご説明を申し上げます。 

下水道区域の中央処理区において、下水道使

用料を営業用、団体用として使用している者及

び新たに使用しようとする者を対象とした使用

料金の半額措置が終了となることから、期間満

了後も引き続き５年間半額措置を延長するもの
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でございます。施行期日は令和３年12月25日か

ら施行するものでございます。経過措置、この

条例の施行の際、中央処理区において現に従前

の規定により、営業用及び団体用として使用し

ている者並びに新たに使用しようとする者は、

使用料の規定にかかわらずこの条例の施行の日

から５年間に限り２分の１の額とし、５年間経

過した日から全額とする。ただし国又は地方公

共団体が使用となる場合は対象とならない。以

上ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説明

を終わります。 

  

◎日程第15 議案第10号から日程第19 議案第

14号 

○議長（児玉眞澄君） 続いて、日程第15、議

案第10号、令和３年度占冠村一般会計補正予算

（第２号）の件から、日程第19、議案第14号、

令和３年度占冠村介護保険特別会計補正予算

（第１号）までの件、５件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

議案第10号について、総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） 議案書23ページを

お願いいたします。 

議案第10号、令和３年度占冠村一般会計補正

予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

令和３年度占冠村一般会計補正予算（第２

号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ2350万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ28億5400万円とするものでござ

います。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正により

ます。以下、第１表、歳入歳出予算補正により

ご説明申し上げます。 

議案書24ページをお開きください。歳入から

ご説明申し上げます。 

９款、地方特例交付金、１項、地方特例交付

金は77万１千円の増額。 

10款、地方交付税、１項、地方交付税は１億

3000万円の増額。 

13款、使用料及び手数料、１項、使用料は５

万円の増額。 

14款、国庫支出金の内、１項、国庫負担金は

55万円の増額。同じく14款、国庫支出金、２項、

国庫補助金は573万５千円の増額。 

18款、繰入金、１項、繰入金は１億3606万１

千円の減額。 

19款、繰越金、１項、繰越金は、1535万円の

増額でございます。 

20款、諸収入、４項、受託事業収入は16万８

千円の増額。 

21款、村債、１項、村債は697万７千円の増額

でございます。 

以上、歳入における補正額の合計額は2350万

円の増額でございます。 

次に、歳出についてご説明申し上げます。議

案書25ページをお願いいたします。 

２款、総務費、１項、総務管理費は319万４千

円の増額。２款、総務費、３項、戸籍住民基本

台帳費は295万７千円の増額。 

３款、民生費、１項、社会福祉費は174万７千

円の増額。同じく民生費、２項、児童福祉費は

169万８千円の増額でございます。 

４款、衛生費、１項、保健衛生費は575万９千

円の増額。同じく衛生費、２項、清掃費は６万

円の増額でございます。 

６款、農林業費、２項、林業費は２万８千円

の増額。 

８款、土木費、１項、道路橋梁費は166万１千

円の増額。同じく土木費、３項、住宅費は295万

７千円の増額でございます。 

10款、教育費、１項、教育総務費は62万３千

円の増額。同じく、教育費、２項、小学校費は
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61万円の増額。同じく教育費、３項、中学校費

は１千円の増額。同じく教育費、５項、保健体

育費は17万２千円の増額でございます。 

12款、公債費、１項、公債費は135万円の増額。 

13款、緒支出金、１項、普通財産取得費は68

万３千円の増額でございます。 

以上、歳出補正額の合計では、2350万円の増

額でございます。 

続きまして議案書26ページをお願いします。 

地方債補正につきましては、臨時財政対策債

の限度額について、補正前は6000万円であった

ところ、これを6693万７千円とするものでござ

います。以上ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第11号について、

住民課長、伊藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 議案書47ページを

お願いいたします。 

議案第11号、令和３年度占冠村国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号）の提案内容に

ついてご説明申し上げます。 

令和３年度占冠村国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）は、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ90万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億3580万円とす

るものでございます。歳入歳出予算の補正の款

項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予

算補正によります。 

議案書50ページをお願いいたします。事項別

明細書によりご説明いたします。 

51ページの歳入でございます。４款、道支出

金、１項、道補助金は２万円の増額でございま

す。 

52ページ、６款、繰越金、１項、繰越金は、

88万円の増額でございます。 

53ページ、歳出でございます。５款、保健事

業費、１項、特定健康診査等事業費は２万円の

増額でございます。 

54ページ、７款、諸支出金、１項、償還金及

び還付加算金は88万円の増額でございます。 

以上、議案第11号、令和３年度占冠村国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）の説明

といたします。ご審議くださいますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第12号及び議案第

13号について、建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書55ページお

願いいたします。 

議案第12号、令和３年度占冠村簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）についてご説明申

し上げます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ420万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億490万円とするものでござ

います。 

議案書59ページお願いいたします。事項別明

細書の歳入よりご説明いたします。 

３款、１項、繰入金、占冠村簡易水道施設整

備基金繰入金400万円の増額。 

60ページです。４款、１項、繰越金、前年度

繰越金は20万円の増額。 

61ページです。歳出をご説明いたします。 

２款、１項、施設管理費、修繕料420万円の増

額でございます。 

議案書戻りまして56ページ、57ページになり

ます。補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、

歳入歳出予算補正のとおりでございます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

次に、議案書63ページお願いいたします。 

議案第13号、令和３年度占冠村公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）についてご説明

申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ190万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
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れぞれ１億1910万円とするものでございます。 

議案書67ページになります。事項別明細書に

より歳入よりご説明申し上げます。 

５款、１項、繰越金、前年度繰越金190万円の

増額。 

68ページです。歳出の説明をいたします。 

１款、１項、総務管理費、消費税等確定申告

納付金３万４千円の増額。 

議案書69ページになります。２款、１項、施

設管理費、修繕料186万６千円の増額でございま

す。 

議案書戻りまして64ページ、65ページお願い

いたします。補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表、歳入歳出予算補正のとおりでございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第14号については、

福祉子育て支援課長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 議案書

71ページをお願いいたします。 

議案第14号、令和３年度占冠村介護保険特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上

げます。 

令和３年度占冠村介護保険特別会計補正予算

（第１号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ290万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を１億1440万円にしようとするものでございま

す。以下事項別明細書においてご説明いたしま

す。 

75ページお願いいたします。歳入についてご

説明いたします。７款、繰入金、２項、基金繰

入金において90万円の増額。 

76ページをお願いいたします。８款、１項、

繰越金において200万円の増額でございます。 

続きまして歳出にまいります。77ページです。

３款、１項、地域支援事業費において11万３千

円の増額。 

78ページをお願いいたします。４款、緒支出

金、１項、償還金及び還付加算金において278万

７千円の増額でございます。 

戻りまして、72ページ、73ページをお願いい

たします。補正後の額につきましては、第１表、

歳入歳出予算補正のとおりでございます。以上

提案理由の説明を終わります。よろしくご審議

のほどお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説明

を終わります。 

  

◎散会宣言 

○議長（児玉眞澄君） お諮りします。議事の

都合により、９月23日の１日間を休会したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議無し」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって９月23日の１日間を、休会とする

ことに決定しました。以上で本日の日程はすべ

て終了しました。これで本日の会議を閉じます。

本日はこれで散開します。 

散会 午後２時46分 
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 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

令和 ３ 年 １０ 月 ７ 日  

占冠村議会議長     児 玉  眞 澄 

    （署名議員） 

占冠村議会議員     小 林    潤 

 

占冠村議会議員     大 谷  元 江 
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令和３年第４回占冠村議会定例会会議録（第２号） 

令和３年９月24日（金曜日） 

 

○議事日程 

  議長開議宣言（午前 10時） 

日程第１ 議 案 第 １ 号 占冠村過疎地域持続的発展計画を策定することについて 

日程第２ 議 案 第 ２ 号 
占冠村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に

伴う固定資産税の免除に関する条例を制定することについて 

日程第３ 議 案 第 ３ 号 
職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第４ 議 案 第 ４ 号 
占冠村個人情報保護条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて 

日程第５ 議 案 第 ５ 号 
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて 

日程第６ 議 案 第 ６ 号 
占冠村介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 

日程第７ 議 案 第 ７ 号 
占冠村熊捕獲奨励に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第８ 議 案 第 ８ 号 
占冠村公共下水道条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて 

日程第９ 議 案 第 ９ 号 
占冠村林業労務者共済事業補助金交付条例を廃止する条例を制定

することについて 

日程第 10 議案第 10 号 令和３年度占冠村一般会計補正予算（第２号） 

日程第 11 議案第 11 号 令和３年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 12 議案第 12 号 令和３年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 13 議案第 13 号 令和３年度占冠村公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 14 議案第 14 号 令和３年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 15 同意案第１号 占冠村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第 16 同意案第２号 占冠村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第 17 認 定 第 １ 号 
令和２年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第 18 意見書案第７号 豪雪地帯対策特別措置法の改正等に関する意見書 

日程第 19 意見書案第８号 
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求め

る意見書 

日程第 20 意見書案第９号 
特別支援学校の実効ある設置基準の策定及び特別支援学級の学級

編制標準の改善を求める意見書 
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日程第 21 意見書案第 10 号 
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め

る意見書 

日程第 22 意見書案第 11 号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書 

日程第 23  閉会中の継続調査申出 

追加日程第１ 同意案第３号 占冠村副村長の選任につき同意を求めることについて 

追加日程第２ 同意案第４号 占冠村教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

 

○出席議員（７名） 
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開会 午前 10時 00分 

 

◎開議宣言 

○議長（児玉眞澄君） 皆さん、おはようござ

います。ただいまの出席議員は７名です。定足

数に達しておりますので、これから本日の会議

を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、あ

らかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 議案第１号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、議案第１号、

占冠村過疎地域持続的発展計画を策定すること

についての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質問者はページ数

を明らかにし、質疑・答弁は要点を明確に、簡

潔に発言してください。質疑はありませんか。 

５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） １点質問いたします。

計画を策定するにあたって、計画に基づく達成

度というのはどのように図っていくのでしょう

か。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長、平岡卓

君。 

○企画商工課長（平岡卓君） ただいまの下川

議員のご質問にお答えをいたします。本計画、

新たな計画ということで、この計画書を見てい

ただきたいのですけれども、８ページお願いい

たします。この今回の計画の新たなポイントと

いたしましては、８ページの（５）地域の持続

的発展のための基本目標、こちらが新たな項目

として入れてございまして、こちらに具体的な

数値目標入れております。こちらの目標につい

ては、既に策定をしております、まち・ひと・

しごと創生総合戦略そちらの数値とリンクをす

るように策定をしております。こちらの数値目

標具体的にございますので、毎年数値をしっか

り確定をした中で評価をして、その下（６）に

もございますが、数値を年度ごとにまとめてそ

の結果をホームページ等で住民に周知をすると

いうことにしておりますので、そういった達成

度のお示しをしていきたいと考えております。

この計画だけでなく、先ほども申し上げました

とおり、まち・ひと・しごと創生総合戦略も数

値については毎年度精査いたしますので、そち

らとあわせて周知していきたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第１号、占冠村過疎地域持続的

発展計画を策定することについてを採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第２ 議案第２号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第２、議案第２号、

占冠村過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関す

る条例を制定することについての件を議題とし
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ます。これから質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第２号、占冠村過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う

固定資産税の免除に関する条例を制定すること

についての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第３ 議案第３号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第３、議案第３号、

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を議題とし

ます。これから質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第３号、職員の服務の宣誓に関

する条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第４ 議案第４号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第４、議案第４号、

占冠村個人情報保護条例の一部を改正する条例

を制定することについての件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第４号、占冠村個人情報保護条

例の一部を改正する条例を制定することについ

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第５ 議案第５号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第５、議案第５号、

固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
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条例を制定することについての件を議題としま

す。これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第５号、固定資産評価審査委員

会条例の一部を改正する条例を制定することに

ついての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第６ 議案第６号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第６、議案第６

号、占冠村介護保険条例の一部を改正する条例

を制定することについての件を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第６号、占冠村介護保険条例の

一部を改正する条例を制定することについての

件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第６号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第７ 議案第７号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第７、議案第７号、

占冠村熊捕獲奨励に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を議題とし

ます。これから質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第７号、占冠村熊捕獲奨励に関

する条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第７号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第８ 議案第８号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第８、議案第８号、

占冠村公共下水道条例の一部を改正する条例を
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制定することについての件を議題とします。こ

れから質疑を行います。質疑はありませんか。 

５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 何点か質問いたします。

半額措置になる分の対象になる金額は年額でど

れくらいになるかまず１点伺います。 

２点目が、現在25年経過した後の６回目とい

うことで、引き続き５年の延長になるわけです

が、コロナウイルス感染症の影響もあって経済

的に不安定だということで、今回の延長という

ことであるとしても、なぜ今回も５年だったの

か、その５年であり続ける理由というのがあれ

ば伺います。 

あと、３点目、これが今回延長して次回満期

といいますか経過措置が終了するのが令和８年

を予定しているわけですけれども、令和８年に

なったときに半額措置というのが30年経過する

ことになると思います。その本当に30年後経過

した後に半額措置をやめることができるのか、

そのあたりをどのように考えているのかと、ま

た、平成30年に占冠村特定環境保全公共下水道

事業経営戦略というのを立てているかと思いま

すが、この計画書によると平成38年までの計画

で事業戦略を立てていました。平成38年という

ことは令和８年になると思うのですが、その事

業計画についての整合性というのはとれるので

しょうか。の３点伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長、小林昌弘君。  

○建設課長（小林昌弘君） 下川議員のご質問

にお答えします。まず１点目でございます。半

額措置の場合の金額ということでございますけ

れども、半額しない通常の料金でいきますと、

営業用と団体用あわせまして490万円ですので、

半額になりますとこの半分になりますので、245

万円ほどになります。 

２点目の５年間の理由でございますけども当

初この料金改正が始まったのが平成８年という

ことでございまして、この始まった時の目的と

しましては水洗化の促進を図るとともに不況対

策の助成を目的とするということで、この時か

ら５年間という期限を切って条例を上程してき

ている経過がございます。それ以後も５年に倣

って条例を上程してきているところでございま

して、今回も現状コロナウイルス感染症もござ

いましてコロナ禍が収束し平常時の経済状況に

戻り更には経済状況が５年間において上向きに

なるであろうという期待もありまして、今回も

５年間という設定で条例を上程させていただい

ているところでございます。 

それと３点目ですけれども、今後この半額措

置をやめることができるのかというところでご

ざいますけれども、５年毎に社会情勢等を見て

きております。過去の分については、私もどう

いう情勢だったのかは記憶にございませんけれ

ども、５年においていろんな社会情勢もあり、

いろんなことがあってこの半額措置を続けてき

たんだと思いますけれども、正直なかなかやめ

るとなると簡単にはやめれないものと思ってお

ります。村内の事業者からの強い要望がありま

してこのような半額措置を実施してきている経

過ございますので、そういった方の理解を求め

なければならないとも思っておりますので正直

簡単にはやめれないのかなとは私は思っており

ます。 

経営戦略との整合性というところでございま

すけれども、議員おっしゃるとおり経営戦略と

の整合性で言いますと使用料金としてその収入

としても整合性はなかなか図れていないのかな

と思います。というのも、こういった半額措置

をしている自治体も全国的に私調べているわけ

ではありませんけれども、まず道内でもほとん

どないのかなと思っております。今後そういっ

た計画、あと今年度から始めてますけども企業

会計への移行の準備も今年度から始めておりま
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す。そういったところで言いますと、やはり企

業会計に移行するとなるとそういった収入です

とか、一般会計からの繰入金についても、かな

り厳しくなってくるのかなと思っておりますの

で、今回中央処理区の５年間、令和４年６月の

定例会にはトマム処理区の提案も予定しており

ますけれども、調整しながら進めていければい

いなと思っております。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 下川園子君。 

○５番（下川園子君） 今回この条例を制定す

るということについて反対をしたいですとかそ

ういったことではなくて、ただ、やはり今後半

額措置がなくなってしまうと実際に今まで30年、

25年という間半額措置をしていただいた各企業

さんは、やはり実際これが全額負担となるとか

なり厳しくなると思うので、そもそものこの金

額というのが妥当なのかどうかということも含

めたうえで今後検討が必要になっていくのでは

ないかと思います。で、もしその企業さんによ

って特定の助成が必要だとかそういったことが

あるのであれば条例ではなくて別の何か補助体

制を考えるとか、そういった方法をしていかな

いとずっと条例改正で５年毎の半額措置となっ

てしまうのではないかと思うので、それを今後

に向けて検討していただきたいと思いますがど

のように考えますか。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 下川議員のご質問

にお答えいたします。先ほどもちょっとお話い

たしましたけれども、その経営戦略の計画です

とか、令和６年の４月から企業会計に移行する

ということがありますので、そういった中で計

画の見直し等含めて料金体系の精査をしていき

たいと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第８号、占冠村公共下水道条例

の一部を改正する条例を制定することについて

の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第９ 議案第９号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第９、議案第９号、

占冠村林業労務者共済事業補助金交付条例を廃

止する条例を制定することについての件を議題

とします。これから質疑を行います。これから

質疑を行います。 

３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） この共済事業の補助

金交付条例によって当時林業労働者に退職金制

度がなく、全国的に労働省とか林野庁交渉を進

める中で林業労働者にも退職金共済制度を導入

していくためにということで、実は建設関係の

建退共というところに退職金共済制度があって

林業関係にはなかったわけですけれども、当時

のそういった中央の動きの中で退職金を林業労

働者については一時的に取り扱っていくという

ことで、この制度がうちの村独自なんですけれ

ども、林業労働者にも全国的に建退共という制

度の中で退職金制度に加入してきたと、こうい
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う状況があります。 

うちの村でいきなり建退共の掛金のように事

業体それから労働者が掛け金を納めるというこ

とは大変厳しいという当時の状況があって、村

として事業体それから労働者が負担する掛金の

一部を村が補助していくという制度を、村独自

でつくった制度だと記憶しているところです。

この制度を廃止することは良いわけですけれど

も、この制度を廃止することによって、今まで

今も受けている事業体や労働者に対する補助金、

補助制度がなくなるというようなことが、事業

体や林業労務者が不利益を被るようなことはこ

の制度を廃止することによって起こらないとい

うことが確約できるのか、その辺について村の

考え方というか、廃止するにあたってどういう

ことなのか説明をお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 林業振興室長、根本治

君。 

○林業振興室長（根本治君） 五十嵐議員のご

質問にお答えをいたします。私も少し調べまし

たところ1972年、昭和47年に国の林政審議会の

答申がありまして、この時に民有林それから国

有林の林業労働者の確保というのが話をされて

います。この労働者の確保をいかに図っていく

かという目的の中で昭和49年に条例が村の中で

つくられたのかなと思っているところです。現

状のこの49年に制定されました条例の目的、内

容としましては月20日以上通算６か月以上とい

うことで最大120日ということになります。金額

的には最大120日だと、９万円ちょっとというこ

とになります。 

今現在、占冠村では担い手センターを経由し

まして、林業振興事業補助規則の中で一元的に

福利厚生の関係はやってございます。これにつ

きましては森林作業員就労条件整備事業奨励金

ということで、これについては最大250日という

ことで最高金額にしましては11万ということで

林業労働者の方が、前回申し上げました昭和49

年の条例よりもむしろ有利な方を利用されてい

る。それからこの条例の中に記載されている内

容の組織自体が現存していないということから

今回条例の廃止ということで提案をさせていた

だいております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第９号、占冠村林業労務者共済

事業補助金交付条例を廃止する条例を制定する

ことについての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第９号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第10 議案第10号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第10、議案第10号、

令和３年度占冠村一般会計補正予算（第２号）

の件を議題とします。これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

６番、小林潤君。 

○６番（小林潤君） 一般会計の補正予算の関

係で議案書42ページでございます。教育総務費、

一番上の段になります２目の事務局費の部分で

８日の総務産業常任委員会においても大谷議員
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からＡＬＴの報酬の減額、備品購入費の内訳に

ついて質問がありましたけれども、その時の説

明でＡＬＴの人選が決定し来村準備が進んでい

るということでした。私からは、補正額は私も

この間の説明で納得しておりますけれどもＡＬ

Ｔが来村するということで、ちょっと私も担当

してた時に住宅の確保でずいぶん悩んでたとい

う経験があるものですから、ＡＬＴが来られて

すぐ住宅の確保は終わってるのか、そしてどの

ように確保したのかということ。それと、相手

のあることですけれども、１年更新というのが

普通だと思うのですけれども、村として教育委

員会としてこの新しいＡＬＴの方、どのくらい

希望として勤めてもらいたいのか含めて、その

ＡＬＴが来村準備進んでいるということですの

で、具体的なスケジュール等について現時点で

把握している範囲で、私前座で言いました住宅

それから村で希望している年数、それを含めて

お伺いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育次長、多田淳史君。 

○教育次長（多田淳史君） 今のご質問にお答

えいたします。今回、補正予算の中で、ＡＬＴ

の措置に関して補正予算、上げさせていただい

ております。それで、ＡＬＴの現時点での状況

経過についてご説明申し上げますと、４月にＡ

ＬＴの方を募集をさせていただきながら５月に

姉妹都市委員会ですとか、それから、前任のベ

ンさん等と協力をさせていただきまして人選を

しております。その後人選が決まりまして36歳

の男性ということで、アスペン高校で国語の教

師をされている方、この方がこちらにＡＬＴと

して来ていただけるということで決定をしてお

ります。その後、入管の手続き等を行いながら

10月中旬には各種の事業を行えるようにという

ことで手続きを進めておりますが、コロナの関

係でビザの発給手続きが遅れていまして未だ出

国できない状況になっております。ですので、

今のところの予定ですと10月に入ってからの出

国となりますので、その後の２週間自主隔離を

考えますと早くても11月から英会話教室とか各

種事業を実施することになるかということで考

えておりますが、できるだけ早い事業の開始を

目指しているところでございます。 

それから、住宅の確保についてでございます

が、住宅につきましては、現在、前任のＡＬＴ

が居住しておりました占冠中学校の教員住宅、

こちらを今確保しておりますので、そこにその

まま住んでいただくということで考えておりま

す。仮に教員が増えて住宅を明け渡すようなこ

とになりますと、別の住宅をということで考え

ておりますけども、現時点ではまだ教員の増員

等計画がございませんので、今のところそれで

取り進めているところでございます。 

それから契約の年数ですけれども、こちらに

つきましては基本的には２年ということで、い

つも招致の時にはお話をさせていただいており

まして、その話し合いの中で１年ですとかとい

うお話にはなってくるのですけれども、基本的

には就業規則等に定めているのは２年というこ

とでお話をさせていただいています。ですので

今回も基本的には２年ということで相手方とは

お話をさせていただいているところです。以上

でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありません

か。 

２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 37ページになります。

２款、３項、１目、12節、委託料、社会保障・

税番号制度システム整備委託料260万7千円とい

う金額が補正となっておりますけども、この補

正、当初予算で見込めなかった理由について伺

いたいと思います。 

続けて、39ページ。４款、１項、１目、12節

の委託料、健康管理システム改修委託料という
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ことで559万1千円と、こちらについても先ほど

と同様に、この500万という大きな補正をかけな

きゃならなかった背景について伺います。 

それから40ページになります。６款、２項、

林業費、１目、林業振興費、７節、熊・鹿駆除

捕獲奨励金の35万、この金額についてなんです

けども当初予算になぜ、昨年も参考までに言い

ますと、補正補正を繰り返していたかなという

記憶があるのですけれども、当初予算の中に十

分な予算組みをされていないんじゃないかと感

じるようなところもあるので、現在までの駆除

状況と今後の展開計画についてもあわせて伺い

ます。 

続いて41ページになります。８款、１項、道

路橋梁費、１目、道路維持費、10節、修繕料166

万1千円について、これ追加となった背景につい

て伺いたいと思います。以上よろしくお願いし

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 住民課長、伊藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 藤岡議員のご質問

にお答えしたいと思います。まず、37ページ２

款、３項、12節、委託料、社会保障・税番号制

度システム整備委託料についてでありますけど

も、システム改修費につきましては、国庫補助

の対象経費でありまして、十割補助となってお

ります。交付基準等が当初予算ではまだ示され

ていませんでして、それで、基準等が今回決定

されたことによりまして、９月の末ということ

でご了承いただきたいと思います。 

39ページの４款、１項、１目における健康管

理システム改修委託料についてですけれども、

これにつきましては、歳入の補助金で32ページ

の14款、２項の国庫補助金の中で３目、３つの

補助金が提示しているわけでありますけれども、

この３つの事業を行うために、今回559万1千円

といった金額を計上させていただいております。 

感染症対策特別促進事業費国庫補助金につき

ましては、新型インフルエンザ等の対策特別措

置法に基づく予防接種を行えるように住民の接

種履歴等を正確に把握するためにシステム改修

するものであります。 

予防接種法に基づく定期接種に係るマイナン

バーまたウイルスワクチンに係るマイナンバー

情報連携対策整備事業国庫補助金につきまして

は、令和２年の10月からロタウイルスワクチン

が定期接種化されたことによりまして、そのた

めの住民の接種情報を的確に把握するためにシ

ステム改修が必要になってきております。 

３つ目の健（検）診結果の利活用に向けた情

報標準化整備事業国庫補助金につきましては、

９月に入ってから要綱等が示されておりまして、

今年度中の実施ということで国から示されてき

ております。これにつきましては健康診査等の

実施機関からの提出される健康診査等の結果に

ついて標準的な電磁的記録の形式による受取り

を可能にできるよう様式の標準化を図っていく、

また、個人への情報提供や市町村間での情報連

携を行うためシステムの改修をしていくという

ことで、この３本とも国の事業ということで、

今回システムの改修を進めさせていただきたい

ということで今回予算計上させていただいてお

ります。 

○議長（児玉眞澄君） 林業室長、根本治君。 

○林業振興室長（根本治君） 藤岡議員のご質

問にお答えをいたします。６款、農林業費、１

目、林業振興費の７節、報償費でございます。

熊・鹿駆除捕獲奨励金ということです。これに

つきましては当初、熊は５頭それから鹿は300頭

を計画してございまして、前回私もちょっとお

話をしたのですけれども、これについては、捕

らないということではなくて、現状踏まえて捕

獲を推進していくというような観点から、今８

月末で270頭捕獲してございます。今後50頭分を

追加させていただいて、奨励金を支払っていく
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という形で考えてございます。今後につきまし

ても状況見ながら12月の補正を見させていただ

きたいなと思っております。現状やはり昨年は

状況的にあまりにも捕れ過ぎた年で、例年300頭

ペースくらいで進んでいるということもござい

ます。予算の中で例えば500頭捕って200頭最後

に残る。必ずしも適正な予算加味とは言えない

と私は思っています。これよりも状況見ながら

補正をかけてていく、そういった形をとらせて

いただければなと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長。小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 藤岡議員のご質問

にお答えします。議案書41ページ。８款、１項、

道路橋梁費、修繕料166万1千円についてご説明

いたします。こちら修繕個所につきましては、

占冠診療所の前の村道、村道南１線になります。

この村道南１線の排水の修繕ということで、施

工延長が26ｍでございます。修繕する排水トラ

フは、おそらく凍上によるものかと思っており

ますけども、盛り上がっておりまして、その民

地側との間に段差ができているというところで、

地先の方にも歩行に影響を及ぼしているという

ところもございますので、今回そういった段差

を解消したいというところで今回補正予算計上

させていただいております。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） １点、先ほどの林業費

の関係、駆除ですね。熊・鹿の関係になります

けども、重ねてお聞きしたいんだけども、やは

りここ何年かのトレンド見ると昨年はたまたま

という表現になってるけども、現在、例えば今

年270頭が８月末時点ということは普通に考えれ

ば300頭超えるの当たり前でしょという数字なん

ですね。やっぱりその300という数字を見てると

いうのは数字の見方が違ってるんじゃないかと

感じるんですけども、ここで補正してまた12月

補正って、そうすると年度当初の予算というの

がよくわからなくなってしまう。いったいこれ

はいくらかかるのっていうのが毎年毎年繰り返

されるかなというところがあるので、ある程度

前年度の実績というのも少し生かしてもらって、

概ねこのくらいは見込まれるというところをま

ず掴まえて、今年のように例えば225万ですか。

これは昨年実績に比べれば大幅にダウンさせち

ゃってて、そんなに減るのって逆に思うわけで

すよね。やっぱりここまで来てみると270頭でも

うお金ないよっていうような状況になっている。

で、また12月も補正しなきゃならない。それで

は予算というものの捉え方が一般住民から見た

ときにさっぱりわからないってことになってし

まうので、たまたま今ここの何十何万っていう

分だけども、補正ありきと捉えられても止むを

得ないという印象を与えかねないんでね。やは

りそこはもう少し予算の中で精査するってこと

が必要だと感じますが、どのようにお考えか伺

います。 

○議長（児玉眞澄君） 林業振興室長、根本治

君。 

○林業振興室長（根本治君） 熊・鹿捕獲の関

係は捕獲あって初めてお支払いできる奨励金に

なってございます。また、相手方もいらっしゃ

ることもありますので、あまりにも状況の違う

頭数というのもまた計画ができないかなと思う

のですけども、一方でその前年度の状況見てっ

ていうのも確かにあると思いますので、今後に

向けて今年はちょっと仕方ないですけれども、

申し訳ございません、そういった形でやってま

すけども今後については検討させていただきた

いなと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありません

か。 

１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） ２点ほど質問させてい
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ただきます。41ページの、８款、土木費、３項、

住宅費の中の12節、委託料、約200万近く増額補

正されておりますが、維持管理は私も一般質問

でお願いしているところですが、それにしても

ちょっと金額が張っておりますので、どこを新

たに維持管理費が増えたのかお知らせ願います。 

次に42ページ、教育費の教育総務費、３目の

義務教育振興費の１節、報酬のところで返還さ

れるのは総務産業常任委員会で確認しておりま

すが、その後音楽指導員ということで減額にな

ってるのですが、今後音楽指導員への対応はど

のような計画をされているのかお伺いいたしま

す。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 大谷議員のご質問

にお答えします。議案書41ページ、８款、３項、

住宅費、12節、委託料、村営住宅維持管理等業

務委託料193万６千円の内容についてご説明いた

します。こちらにつきましては、トマムの第二

トマム団地、こちらからトマムの方に向かって

いきますと、トマムの交差点から右に折れて右

折していただいて山のほうに向かって上がって

いってもらったところの一番奥の右手の住宅が

ございます。その住宅の裏手に林になっている

部分、そちらの支障木といいますか、団地に住

んでいる方からも結構木が大きくなってきてい

るので切っていただけないかというご相談もあ

りましたので、現地確認させていただいて、今

回、全部ではないですけれども面積で言います

と600㎡ほどになります。その範囲内で伐採をし

てその木を処理するということで今回補正予算

の計上させていただいております。以上でござ

います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育次長、多田淳史君。 

○教育次長（多田淳史君） 大谷議員のご質問

にお答えいたします。10款、１項、３目の義務

教育振興費こちらの学校支援員の報酬の減額の

関係でございますけれども、現状、学校支援各

３校の音楽授業について横断的に授業を見てい

ただいていた方について今欠員となっている状

況でございます。それで、正規の教員というこ

とではございませんので、こちらの方で人選を

探しているところなんですけれども、なかなか

いい人材が見当たらないというところで、未だ

採用についてはできていない状況でございます。

それで、特に中学校専門科の教員、音楽教員と

いうことで、こちらについては人事の方で来年

度の採用について検討させていただいているの

と、それから応募をさせていただくというとこ

ろで今取り進めているところでございます。以

上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。  

○１番（大谷元江君） 今のお話ですと来年度

に向けてということのようですが、今年度その

音楽を担当する先生がいないということで、子

どもたちの音楽に対する教育はどのように考え

て今行っているのかもお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 教育次長、多田淳史君。 

○教育次長（多田淳史君） 各学校の音楽に関

しまして、小学校等につきましては、音楽の先

生がございますのでその方に担当していただい

ているところでございます。占冠中学校につい

ては、音楽専門教科の教員がいないということ

で、代替の教員にお願いをして授業を進めてい

るというところで若干の不便はあるのですけれ

ども、現場からの声としましても専門の教員を

ぜひ採用していただきたいという声がございま

すが、なかなかそこが見つかっていない状況で

すので、学校にはご不便をおかけしているので

すが、授業等に支障がないようにということで

授業を進めているところでございます。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第10号、令和３年度占冠村一般

会計補正予算（第２号）の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第10号は原案のとおり可決され

ました。 

 ここで11時10分まで休憩いたします。 

休憩 午前10時54分 

再開 午前11時10分 

 

◎日程第11 議案第11号 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。議事進行を続けます。 

 日程第11、議案第11号、令和３年度占冠村国

民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の

件を議題とします。これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第11号、令和３年度占冠村国民

健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の件

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがっされました。て議案第11号は原案のと

おり可決されました。 

 

◎日程第12 議案第12号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第12、議案第12号、

令和３年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）の件を議題とします。これから質

疑を行います。質疑はありませんか。 

４番、細谷誠君。 

○４番（細谷誠君） 歳入歳出420万円の内容を

ご説明お願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 細谷議員のご質問

にお答えいたします。簡易水道事業の補正予算

の内容について説明いたします。修繕費になり

ますけれども、こちらにつきましては上トマム

浄水場の着水流量計の変換機というものがござ

いまして、こちらの修繕が166万１千円になりま

す。それと、送水ポンプの整備２台で100万３千

円となります。それと、占冠浄水場の配水池の

通気塔というものがございます。そちらの修繕

で71万５千円。水源地の取水をしてる集水桝と

いう部分があるのですけど、そういったところ

に砂利が入ってくるもんですから、そういった

部分の砂利の撤去で40万円。それと浄水場の計

装機器、あと発電機の計装版の修繕等で17万６

千円。それと、配水管等の修繕、今回、今年度

も漏水調査実施させていただきまして、その結

果によって今後そう言った配水管の修繕も出て

くるかと思いますので、そういったところで24

万５千円ほど今回予算を計上しているところで
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ございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第12号、令和３年度占冠村簡易

水道事業特別会計補正予算（第１号）の件を採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第12号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第13 議案第13号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第13、議案第13号、

令和３年度占冠村公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）の件を議題とします。これから

質疑を行います。質疑はありませんか。 

２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 69ページ、２款、１項、

１目、10節の修繕料186万６千円。こちらの中身

の具体的なものについて伺いたい。当初見込め

なかった理由も併せてお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 藤岡議員のご質問

にお答えいたします。２款、１項、施設管理費、

修繕料186万６千円についてご説明いたします。

修繕の内容ですけれども、１つ目が中央浄化セ

ンターの原水ポンプの吐出管の交換ということ

で、こちらについては23万１千円を見込んでお

ります。それと、通報装置の交換というところ

ですけれども、この通報装置というのは処理場

において故障が発生した際に役場の担当者です

とか委託業者に電話で通報が入るシステムにな

っております。そのシステムの修繕というとこ

ろで102万３千円計上しております。３つ目が、

公設枡の設置ですけれども、今年度これからに

なるかと思いますけれども、新築の住宅が１件

あるということで我々に情報が入っております。

その新築の住宅の部分、建てる位置に現在公設

枡がありませんので、その公設枡の設置を村で

行わなければならないというところで今回61万

1600円計上しております。この３つ全て当初か

らなかなか予測ができなかった部分でございま

して、今年度に入ってから壊れてしまったもの、

不具合の出てしまったものということで今回予

算計上させていただいております。以上でござ

います。 

○議長（児玉眞澄君） ほかに質疑ございませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第13号、令和３年度占冠村公共

下水道事業特別会計補正予算（第１号）の件を

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第13号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第14 議案第14号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第14、議案第14号、

令和３年度占冠村介護保険特別会計補正予算

（第１号）の件を議題とします。これから質疑

を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第14号、令和３年度占冠村介護

保険特別会計補正予算（第１号）の件を採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって議案第14号は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎日程第15号 同意案第１号から日程第16 同

意案第２号 

○議長（児玉眞澄君） 続いて日程第15、同意

案第１号、占冠村教育委員会委員の任命につき

同意を求めることについての件から、日程第16、

同意案第２号、占冠村教育委員会委員の任命に

つき同意を求めることについての件、２件を一

括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

村長。 

○村長（田中正治君） 議案書の79ページをお

願いいたします。同意案第１号、占冠村教育委

員会委員の任命につき同意を求めることについ

て提案理由をご説明申し上げます。占冠村教育

委員会委員でございます。藤田重之氏は、本年

９月30日をもって任期満了となります。引き続

き同氏を教育委員会委員として任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。なお、同氏の経歴につきまして

は、次ページのとおりでございます。以上よろ

しくご審議をお願いします。 

引き続き、議案書81ページをお願いいたしま

す。同意案第２号、占冠村教育委員会委員の任

命につき同意を求めることについて、提案理由

をご説明申し上げます。占冠村教育委員会委員

であります、森田智恵子氏は、本年９月30日を

もって任期満了となります。引き続き同氏を教

育委員会委員として任命したいので、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項

の規定により議会の同意を求めるものでござい

ます。なお、同氏の経歴につきましては次ペー

ジのとおりでございます。以上ご審議のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説明

を終わります。これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 お諮りします。初めに、同意案第１号、占冠

村教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについての件を採決します。 

 本案は原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって、同意案第１号、占冠村教育委員会

委員の任命につき同意を求めることについての

件はこれに同意することに決定しました。 

 次に、同意案第２号、占冠村教育委員会委員

の任命につき同意を求めることについての件を

採決します。 

 本案は原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって、同意案第２号、占冠村教育委員会

委員の任命につき同意を求めることについての

件はこれに同意することに決定しました。 

  

◎日程第17 認定第１号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第17、認定第１号、

令和２年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入

歳出決算認定についての件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） 議案書83ページを

お願いいたします。 

認定第１号、令和２年度占冠村一般会計及び

各特別会計歳入歳出決算認定について。 

令和２年度占冠村一般会計及び各特別会計歳

入歳出決算は、併せて提出した証拠書類ととも

に監査委員において審査の結果、経理は収支と

も適正であることを認める旨の意見報告があっ

たのでその意見を付して議会の認定を求める。

令和３年９月22日提出、占冠村長、田中正治。 

内容について、ご説明いたします。１、令和

２年度占冠村歳入歳出決算書、別紙は、（１）の

一般会計と、（２）占冠村国民健康保険事業特別

会計から（８）の占冠村歯科診療所事業特別会

計までの７特別会計から構成されております。 

２、令和２年度占冠村歳入歳出決算に関する

説明資料、別紙につきましても、同じく別冊と

なっております。（１）歳入歳出決算事項別明細

書は、一般会計は決算書類８ページから、各特

別会計については、決算書の71ページから国民

健康保険事業特別会計となっており以下同様に

記載されております。（２）実質収支に関する調

書は、一般会計では決算書の70ページ、各特別

会計については国民健康保険事業特別会計は決

算書の86ページとなっており、以下各特別会計

の最後のページに同様に記載されております。

（３）財産に関する調書、（４）基金等運用状況

調書は令和２年度決算審査資料として別刷りで

一冊になっております。（５）主要な施策の成果

を説明する書類においても別冊で配布しており

ます。 

３、監査委員の意見書については令和２年９

月３日付文書の写しを別冊で配布しております。 

それでは決算書の内容をご説明いたします。

決算書１ページの総括表をお開きください。決

算額で申し上げます。 

一般会計、歳入26億7067万998円、歳出26億

649万6163円、歳入歳出差引金額6417万4835円。 

国民健康保険事業特別会計、歳入１億2576万

1425円、歳出１億2261万6021円、歳入歳出差引

金額314万5404円。 

村立診療所特別会計、歳入7940万7365円、歳

出7532万5953円、歳入歳出差引金額408万1412円。 

簡易水道事業特別会計、歳入１億2089万9758

円、歳出１億1980万7533円、歳入歳出差引金額

109万2225円。 

公共下水道事業特別会計、歳入9057万2175円、

歳出8816万1026円、歳入歳出差引金額241万1149

円。 

介護保険特別会計、歳入１億122万3155円、歳

出9698万8978円、歳入歳出差引金額423万4177円。 

後期高齢者医療特別会計、歳入1841万353円、
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歳出1812万3707円、歳入歳出差引金額28万6646

円。 

歯科診療所事業特別会計、歳入2394万8694円、

歳出2335万9995円、歳入歳出差引金額58万8699

円。 

総合計は、歳入32億3089万3923円、歳出31億

5087万9376円、歳入歳出差引金額8001万4547円

でございます。 

以上説明を終わります。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説明

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す令和２年度占冠村一般会計及び各特別会計歳

入歳出決算認定についての件は、議長並びに議

会選出監査委員の下川園子君を除く５名の議員

をもって構成する決算特別委員会を設置し、地

方自治法第98条第１項の検査権を付与してこれ

に付託の上、閉会中の継続審査とすることにし

たいと思います。これにご異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって認定第１号、令和２年度占冠村一

般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件は、５名の議員をもって構成する決算特

別委員会を設置し、地方自治法第98条第１項の

検査権を付与してこれに付託の上、閉会中の継

続審査とすることに決定しました。 

ここでしばらく休憩します。休憩中に決算特

別委員会の委員長、副委員長の互選を行ってく

ださい。 

休憩 午前11時32分 

再開 午前11時35分 

 

◎諸般の報告 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。この際諸般の報告をいたします。 

休憩中の決算特別委員会において委員長及び

副委員長の互選が行われ、その結果が届きまし

たので報告いたします。 

決算特別委員会委員長に小林潤君、副委員長

に大谷元江君、以上のとおりです。 

 

◎日程第18 意見書案第７号から日程第22 意

見書案第11号 

○議長（児玉眞澄君）  続いて、日程第18、意

見書案第７号、豪雪地帯対策特別措置の改正等

に関する意見書の件から、日程第22、意見書案

第11号、国土強靭化に資する社会資本整備等に

関する意見書までの件、５件を一括議題としま

す。提案理由の説明を求めます。 

意見書案第７号について、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 豪雪地帯対策特別措置

法の改正等に関する意見書。このことについて

別紙のとおり意見書を提出します。令和３年９

月24日提出。提出者、占冠村議会議員藤岡幸

次。賛成者、同、五十嵐正雄、同、小林潤。 

豪雪地帯対策特別措置法の改正に関する意見

書。豪雪地帯対策については、これまで、各法

に基づく特例措置等により、冬期の生活環境は

改善されてきております。しかしながら、気候

変動の影響により、雪の降り方の変化、また少

子高齢化との状況により、新たな多くの課題が

でてきております。それを踏まえ、国会並び政

府におかれては、特別豪雪地帯における基幹道

路の整備及び公立小学校、中学校、施設等の整

備を推進するため、豪雪法第14条及び第15条の

特例措置について10カ年の延長を講ずる。加え

て、雪処理の担い手確保など豪雪地帯特有の課

題に対して、交付金、基金等による柔軟に対応

できるよう財政支援制度を創設するなど、総合

的な対策を実施するよう強く要望する。以上、

地方自治法99条の規定により提出する。令和３

年９月24日、北海道勇払郡占冠村議会議長児玉
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眞澄。提出先、衆議院議長、参議院議長他記載

のとおり。 

○議長（児玉眞澄君） 意見書案第８号につい

て、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 沖縄戦戦没者の遺骨等

を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意

見書。このことについて別紙のとおり意見書を

提出します。令和３年９月24日提出、提出者、

占冠村議会議員、大谷元江。賛成者、同、小林

潤、同、五十嵐正雄。 

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに

使用しないよう求める意見書。沖縄戦では一般

住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多く

の尊い命が失われた。糸満市摩文仁の平和祈念

公園内にある平和の礎には、国籍や軍人、民間

人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万

1593名の氏名が刻銘されている。 

 糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、

1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命の

尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、自

然公園法に基づき、戦跡としては我が国唯一の

沖縄戦跡国定公園として指定されている。同地

域では、沖縄戦で犠牲を強いられた県民や命を

落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76

年が経過した今でも戦没者の収骨が行われてい

る。  

 さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入っ

た土砂を埋立てに使用することは人道上許され

ない。 

よって下記の事項が速やかに実現されること

を強く要請する。 

１、悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入し

た土砂を埋立てに使用しないこと。 

２、日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地

上戦があった沖縄の事情を鑑み、戦没者の遺骨

収集の推進に関する法律により、日本政府が主

体となって戦没者遺骨収集を実施すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出す

る。令和３年９月24日、北海道勇払郡占冠村議

会議長児玉眞澄。意見書提出先は記載のとおり

でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（児玉眞澄君） 続いて、意見書案第９

号について、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 意見書案第９号、特

別支援学校の実効ある設置基準の策定及び特別

支援学級の学級編成標準の改善を求める意見

書。このことについて、別紙のとおり意見書を

提出します。令和３年９月24日提出、提出者、

占冠村議会議員、五十嵐正雄。賛成者、同、大

谷元江、同、下川園子。 

 全国的に特別支援学校の児童・生徒数の増加

がすすみ、在籍者数は2010年度の12万1815人か

ら2020年度には14万4823人と、10年間で２万

3008人増えています。一方、学校数は2010年度

が1039校で2020年度が1149校と110校増えただけ

で、在籍数の増加に見合った学校建設がすすん

でいません。150人を想定した規模の学校に400

人以上の児童・生徒が押し込まれるなど、子ど

もたちの学ぶ権利を奪うばかりか、いのちと健

康をも脅かしています。 

 各学校では、１つの教室をカーテンやついた

てで仕切り２教室として使ったり、図書室や音

楽室などの特別教室を普通教室に転用したりし

ています。トイレが足りず休み時間に行列がで

きる、スクールバスでの通学時間が１時間を超

える等、児童・生徒の急増に教育条件の整備が

全く追い付いていません。 

 この問題の根本に、幼稚園、小学校、中学

校、高校、大学、専門学校などにはある学校設

置基準が、特別支援学校にはないことがありま

す。 

 多くの父母や保護者・団体が特別支援学校の

設置基準策定を求めて運動を続けてきました。
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その運動が実を結び、設置基準策定が現実のも

のとなりつつあります。しかし、児童・生徒数

や学級数の上限等を規定することや既存校にも

設置基準を適用させるなど、実効性のある設置

基準の策定なしには、特別支援学校の課題過密

を解消や教育環境の改善にはつながりません。

また、実効性のある設置基準を具体化させるた

めには大幅な予算増も必要です。 

 また、全国的に特別支援学級在籍の児童・生

徒数の増加も止まりません。文科省学校基本調

査によれば、小中学校あわせて2010年度14万

5431人から2020年度30万540人と約2.07倍になっ

ています。 

 在籍する児童・生徒の状況は多様で、医療的

ケアが必要な子ども、学年に沿った教科学習が

可能な情緒障害の子ども、個別対応が常時必要

な子ども等々、実態に大きな差があります。さ

らに、支援学級では一つの学級に小学校では１

年生から６年生まで、中学校では１年生から３

年生までが在籍し、学年差、年齢差に応じた指

導が必要であるにもかかわらず、充分な対応が

できないのが現状です。 

 ８人の子どもを一人で担任することは負担が

大きく、すでに限界を超えています。しかし、

1993年の第６次定数改善以来、特別支援学級の

学級編制標準は１学級８名のまま変わっていま

せん。これを引き下げることが必要です。 

よって、次の事項を実現するよう強く要請し

ます。 

１、特別支援学校の実効ある設置基準を策定

するとともに国の財政支援を拡充すること。 

２、特別支援学級の学校編制標準を改善する

こと。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出す

る。令和３年９月24日、北海道勇払郡占冠村議

会議長児玉眞澄。提出先は衆議院議長以下記載

のとおりです。以上よろしくお願いします。  

○議長（児玉眞澄君） 意見書案第10号につい

て、細谷誠君。 

○４番（細谷誠君） 意見書案第10号、コロナ

禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の

充実を求める意見書。このことについて別紙の

とおり意見書を提出します。令和３年９月24日

提出。提出者、占冠村議会議員、細谷誠。賛成

者、同、藤岡幸次、同、小林潤。 

 新型コロナウイルスの感染拡大は、変異種の

猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的

・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不

安が続いている。この中で、地方財政は、来年

度においても巨額の財源不足が避けられない厳

しい状況に直面している。 

 地方自治体においては、新型コロナウイルス

感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、

防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実

現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会

保障等への対応に迫られており、このために

は、地方税財源の充実が不可欠である。 

 よって、国においては、令和４年度地方財政

対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実

に実現されるよう、強く要望する。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出す

る。令和３年９月24日、北海道勇払郡占冠村議

会議長児玉眞澄。提出先、衆議院議長、他記載

のとおり。 

○議長（児玉眞澄君） 意見書案第11号につい

ては、小林潤君。 

○６番（小林潤君） 意見書案第11号、国土強

靭化に資する社会資本整備等に関する意見書。

このことについて別紙のとおり意見書を提出し

ます。令和３年９月24日提出、提出者、占冠村

議会議員、小林潤。賛成者、同、大谷元江、

同、藤岡幸次。 

北海道は、豊かで美しい自然環境や広大な大

地と海に育まれた豊富で新鮮な食など、多様な
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魅力を有し、国内外より訪れる観光客の増加が

続いていたが、新型コロナウイルス感染症の影

響の長期化により、本道の経済は食産業や観光

業、農林水産業など幅広い分野において、大き

な打撃を受けている。また、近年道内において

も、平成 28 年８月の一連の台風や平成 30 年７

月豪雨、９月の北海道胆振東部地震といった自

然災害が、激甚化・頻発化する傾向にある。 

 今後は、ポストコロナを見据えた新たな未来

に向けた取り組みを加速することが必要であり、

そのためには、道民の安全で安心な暮らしを守

ることはもとより、北海道の強みである食や観

光に関連する地域が持つ潜在力が最大限発揮さ

れるよう、平常時・災害時を問わない北海道を

支える基盤の確立に向け、防災・減災、国土強

靭化に資する社会資本の整備を図ることが必要

である。   

 こうした中、地方財政は依然として厳しい状

況にあることから、国と地方の適切な役割分担

のもと、防災・減災、国土強靱化に必要な予算

を安定的かつ継続的に確保することが重要であ

る。 

よって、国においては、次の事項について特

段の措置を講ずるよう強く要望する。 

10項目については記載のとおりでございま

す。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出す

る。令和３年９月24日、北海道勇払郡占冠村議

会議長児玉眞澄。提出先、衆議院議長他記載の

とおりでございます。ご審議のほどよろしくお

願いします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説明

を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 これから意見書案第７号、豪雪地帯対策特別

措置法の改正等に関する意見書の件を採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 これから意見書案第８号、沖縄戦戦没者の遺

骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求め

る意見書の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 これから意見書案第９号、特別支援学校の実

効ある設置基準の策定及び特別支援学級の学級

編制標準の改善を求める意見書の件を採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

これから意見書案第10号、コロナ禍による厳

しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め

る意見書の件を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

これから意見書案第11号、国土強靭化に資す

る社会資本整備等に関する意見書について採決

します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎日程第23 閉会中の継続調査申し出 

○議長（児玉眞澄君） 続いて日程第23、閉会

中の継続調査申出の件を議題とします。議会運

営委員長及び総務産業常任委員長から会議規則

第74条の規定により、お手元に配布した申出書

のとおり閉会中の継続調査の申出がありまし

た。 

 お諮りします。委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後０時00分 

再開 午後０時３分 

 休憩前に引き続き会議を開きます。議事の進

行を続けます。 

 お諮りします。ただいま村長から、同意案第

３号、占冠村副村長の選任につき同意を求める

ことについての件及び、同意案第４号、占冠村

教育委員会教育長の任命につき同意を求めるこ

とについての件が提出されました。これを日程

に追加し追加日程第１及び追加日程第２として

議題にしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって同意案第３号を日程に追加し、追

加日程第１とし、同意案第４号を日程に追加

し、追加日程第２として議題にすることに決定

しました。 

 

◎追加日程第１ 同意案第３号 

○議長（児玉眞澄君） 追加日程第１、同意案

第３号、占冠村副村長の選任につき同意を求め

ることについての件を議題とします。ここで副

村長、松永英敬君の退席を求めます。 

（松永副村長退席） 

提案理由の説明を求めます。 

村長。 

○村長（田中正治君） 同意案第３号、占冠村

副村長の選任につき同意を求めることについ

て。提案理由をご説明いたします。占冠村副村

長であります松永英敬氏は本年９月27日をもっ

て任期満了となります。この度同氏を引き続き

占冠村副村長に選任したいので地方自治法第162

条の規定により議会の同意を求めるものでござ

います。同氏の経歴につきましては別紙のとお

りでございますが、同氏は占冠村に奉職以来、

教育委員会を皮切りに住民課、総務課、村立診

療所、企画商工課、そして現在は占冠村副村長

として力を発揮されてございます。今後も想定

される新型コロナウイルス感染症対策の推進、

トマムリゾートとの協議など様々な課題解決に

あたって的確に判断し迅速に対応できる人材で
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あり、本定例会で副村長として再度選任いたし

たく議会の同意を求めるものでございます。ど

うぞよろしくご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説明

を終わります。これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。討論を省略します。 

 お諮りします。これから同意案第３号、占冠

村副村長の選任につき同意を求めることについ

ての件を採決します。この採決は起立によって

行います。 

 本案についてこれに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（起立６人） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数と認めます。

したがって同意案第３号、占冠村副村長の選任

につき同意を求めることについての件はこれに

同意することに決定しました。 

松永英敬君の入場を許可します。 

（松永副村長着席） 

○議長（児玉眞澄君） ここで松永副村長より

挨拶の申し出がありますので発言を許可しま

す。 

○副村長（松永英敬君） ただいま副村長の選

任にあたり議員の皆さまには私の再任にご同意

をいただき改めて厚く御礼を申し上げます。 

私自身まだまだ未熟でありますが、田中村長

のもとで培った４年間の経験を生かし、副村長

として村長を補佐し、職員の担当する事務を監

督する立場として全力でその職責を果たしてま

いる所存でございます。 

今社会はコロナ禍の大変厳しい只中にあり、

地方自治体を取り巻く環境の変化と課題は多岐

に渡っておりますが、村づくりをけん引する役

場職員と共に、不断の努力を惜しまず行政が村

民から信頼される組織であり続けるために勇往

邁進の決意であります。占冠村が村民の皆さま

にとってさらに住み良い村となるよう、田中村

長が掲げる政策の実現に向けましてもとより微

力ではございますが、職員と一緒になって精い

っぱい努力してまいります。 

議員の皆さまには今後ともご指導、ご鞭撻を

賜りますようお願いを申し上げご挨拶に代えさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

◎追加日程第２ 同意案第４号 

○議長（児玉眞澄君） 次に追加日程第２、同

意案第４号、占冠村教育委員会教育長の任命に

つき同意を求めることについての件を議題とし

ます。 

ここで教育次長、多田淳史君の退席を求めま

す。 

（多田教育次長退席） 

○議長（児玉眞澄君） 提案理由の説明を求め

ます。 

村長。 

○村長（田中正治君） 同意案第４号、占冠村

教育委員会教育長の任命につき同意を求めるこ

とについて提案理由をご説明いたします。占冠

村教育委員会教育長であります藤本武氏は本年

９月30日をもって任期満了となります。この

度、占冠村教育委員会教育次長である多田淳史

氏を後任の教育委員会教育長として任命したい

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求め

るものでございます。 

同氏は平成２年に本村職員として奉職し本年

４月より教育次長となってからは、小中連携一

貫教育、ＩＣＴを活用した教育の取り組みを進

め、学校現場及び地域等密着した教育活動の推
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進のために業務を遂行しており、今後の本村の

教育行政を進めるうえで適任と考えておりま

す。なお経歴につきましては別紙のとおりでご

ざいます。任期は令和３年10月１日から令和６

年９月30日まででございます。以上ご審議のほ

どよろしくお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説明

を終わります。これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。討論を省略します。 

 お諮りします。これから同意案第３号、占冠

村教育委員会教育長の任命につき同意を求める

ことについての件を採決します。この採決は起

立によって行います。 

 本案についてこれに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（起立６人） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数と認めます。

したがって、同意案第３号、占冠村教育委員会

教育長の任命につき同意を求めることについて

の件はこれに同意することに決定しました。多

田淳史君の除席を解きます。 

（多田教育次長着席） 

○議長（児玉眞澄君） ここで多田淳史君より

挨拶の申し出がありますので発言を許可しま

す。 

○教育次長（多田淳史君） 貴重なお時間をい

ただきまして一言お礼のご挨拶を述べさせてい

ただきたいと存じます。 

この度は教育長任命の同意をいただき心から

お礼を申し上げます。私は平成２年に奉職以来、

村職員として30年間、議員の皆さまをはじめ、

村民の皆さまにお世話になってまいりました。

今後、占冠村教育委員会教育長という立場で行

政に携わることになり、藤本教育長はじめ歴代

教育長が進めて来られた輝かしい教育行政の実

績を思うとその重責を痛感し身震いするほどの

緊張感を持ってこの場に立たせていただいてお

ります。 

今、教育を取り巻く環境は一人１台端末の整

備をはじめとする情報教育の充実や新型コロナ

ウイルス感染症に対応した地域住民が参画でき

る社会教育の振興など、コロナ禍において学校

教育、社会教育の分野共に急速にそして劇的に

変化をしています。その変化に対応し本村の教

育行政を停滞することなく、なお一層発展させ

ていくため、そして占冠村の子どもたち、地域

の方々のために議員の皆さま村民の皆さまにご

指導いただきながら微力ではございますが、粉

骨砕身努力し、村民の皆さんのために誠意をも

って教育行政を進めてまいること誓い申し上げ

挨拶とさせていただきます。今後ともよろしく

お願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 続いて、藤本教育長よ

り退任に際し挨拶の申し出がありますのでその

発言を許可します。 

教育長。 

○教育長（藤本武君） 貴重な時間をいただき

大変ありがとうございます。この度、９月末日

を持ちまして占冠村教育委員会教育長を退任す

ることとなりました。平成21年７月１日から約

12年間、公私ともに暖かいご指導とご厚情を賜

り、今日の退任を迎えることができますことに

心から感謝し厚く御礼を申し上げます。 

これからは、皆さまからいただきました教訓

を胸に気持ちを新たにして充実した人生となる

よう過ごしてまいりたいと思っていますので、

今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い

申し上げます。 

最後に皆さまのご健康とご多幸を心からご祈

念申し上げてお礼と退任の挨拶に代えさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 
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○議長（児玉眞澄君） 長期間にわたり大変お

疲れさまでした。 

 

◎閉会の議決 

○議長（児玉眞澄君） 以上をもって、本定例

会に付議された案件は全て終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によって

本日で閉会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会するこ

とに決定しました。 

 

◎閉会宣言 

○議長（児玉眞澄君） これで、本日の会議を

閉じます。令和３年第４回占冠村議会定例会を

閉会します。 

閉会 午前12時18分 
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